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平成２４年３月中川村議会定例会 

会議のてんまつ 

平成２４年３月１４日 午前９時００分 開議 

○事務局長  ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）着席ください。（一同着席） 

○議  長  おはようございます。 

ご参集ご苦労さまでございます。 

ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、ただ

いまから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

日程第１ 一般質問を行います。 

通告順に発言を許可します。 

１番 中塚礼次郎議員。 

○１  番 （中塚礼次郎） 私は、さきに通告いたしました２点について質問いたします。 

最初に自然エネルギーへの取り組みについて質問いたします。 

2011 年３月の 11 日、３月議会の開催中に起きた東日本大震災で起こった福島

原発によって、原発への強い批判や懸念が幅広い国民の中に広がり、多くの国民

は原発からの撤退を期待しています。 

中川議会も関連の決議を行ってきています。 

原発からの撤退を現実のものとしていく場合、日本の電力供給は火力発電か自

然エネルギーへのシフトを考えなければなりません。 

小さくても、この地域で取り組めるエネルギー確保として、自然エネルギーの

抜本的な導入、それに向けた取り組みが不可欠と考えます。 

村として、どう考えていますか、その点をお聞きします。 

○村  長  あの原発事故をかんがみて、自然エネルギーの抜本的導入が不可欠ではないか

と、どう思うかというご質問を頂戴いたしました。 

村の考えということですけども、村というよりも、私の思いというか、そうい

うふうな形で聞いていただければと思いますけれども、開会のあいさつでも申し

上げましたとおり、原子力発電というのは、あのときは３つのというふうに言っ

たかと思います。その原発の中で仕事をしている労働者の皆さん、それから周辺

の方々、それから未来の方々、それから、よく考えてみれば、もう１個、そのウ

ラン鉱を採掘している第３世界でもないのかもしれませんけども、そういうとこ

ろの、特にオーストラリアなんかの場合、原住民の方が多いというふうなことも

聞いているところなんですけども、そういったいろんな方々に放射能を浴びさせ

ることで、我々の、この便利な暮らしが成り立っているということで、それをずっ

と続けていいのかというふうな問いを我々は突きつけられているというふうに感

じております。 

きのうも申し上げたとおり、小出先生の本なんか見ていると、今の電力の、日
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本全体ということでございますけども、原子力、今、実質的には、ほとんどとまっ

ているも同然の、２機かな、２機は動いているような話ですけども、それも、も

うすぐ定期点検の時期が来るというふうなことで、そういう中でですね、水力・

火力のほうで、真夏のピークの時期でも、それを上回る発電能力があるというよ

うなことでございます。 

中部電力管内についても、この夏の状況はどうなのかというようなことを、一

昨日、お伺いしたところですけども、新たな天然ガス、液化天然ガスの施設も２

つできたというようなこともあって、余りそんなことを言うとよくないけども、

それほど省エネ、必死ならなくてはいかんというような状況ではない、しかし、

ピークのところは、省エネ、頑張らないかんのですけども、きのうも申し上げた

とおり、お年寄りを熱射病の危険にさらしてまで省エネをする必要はないんでは

ないかと、関西電力のほうに電気も送ってやりながら、そういうふうな感じでは

ないかというニュアンスの話を聞いたところです。 

そういうことなので、長期的には、当然、化石燃料からの脱却という、原発を

とめるっていうことに続いて化石燃料からの脱却を進めていかなくてはいけない

という問題はございますけども、当面、一番大事なことは、前にも申し上げてい

る省エネというふうな、特に夏場、昼間のピークの時間というのを、ピークをい

かに下げていくかというふうなところが、みんなで努力しなくちゃいけないこと

かなというふうに思っています。 

いろいろ、いろんな話、広報があるかと思いますけども、ちょっと、きのう申

し上げる機会のをなかった部分を言いますと、いろいろ、今、電力を電力会社以

外のところがたくさん供給し始めているというふうな、シェアはちっちゃいです

けど、数的にはたくさんあって、先日、ちょっと東京に行ったところ、ときに、

その内の１つの会社、それはＮＴＴ系列と東京ガスさんと大阪ガスさんがやって

いる、その手の会社では一番、それでも大きいところらしいですけど、お話を聞

いてきて、どうなのかなというふうなところを、実は聞いてきました。そうする

と、何かキュービィクルがついている施設で、特に昼間の電力が多くて、夜間電

力、使用量が少ないような施設なんかだと、ある程度の、そういう施設が幾つか

あって、ある程度の電力量になってくると価格競争力があるから、入札に参加を

させてもらえたらうれしいなっていうようなお話もあったんですけども、そのあ

る程度とおっしゃっているペイラインのところまで、残念ながら中川村の場合、

学校とか文化施設とか足し上げても達しなかったというようなことがありまして、

ちょっと、その話は頓挫しているんですけれども、今までは、その発電と送電と、

いろんなところが、こう、１社しかないというような形でしたけども、そういう

形で、いろいろ電力を買う値段についても、それから電力を売る値段についても、

いろいろと、その競争原理みたいなものがだんだん働いてくるのかなというよう

なことは思っておって、そんなことで、ヨーロッパみたいに高いけども自然エネ

ルギーを私は買うんだというふうなこともできるようになってくればいいのかな
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というふうに思います。 

そういうことで、自然エネルギーのいいものができたものを導入していくとい

うのは、非常にすばらしいことだというふうに思ってますけども、村の方で、そ

の村の単費で、それの開発、研究に当たるというふうなことは、お金的にも、そ

れからマンパワーといいますか、人材といいますか、人数的にもですね、ちょっ

と、その余裕はないのかなというふうに思っておりまして、この中川村に適切、

非常に向いているような自然エネルギーというものの効率のいいものが開発され

た場合には導入をしたいなというふうに思っています。 

以上です。 

○１  番 （中塚礼次郎） 今、村長のほうから、村として単費で、そういった開発とかい

うふうな取り組みをしていくという考えはないけれども、そういった自然エネル

ギーの技術が進んで、比較的、価格的にも導入されやすいものがあれば検討もし

ていくという考えであります。 

福島の原発の事故を得て、国民の中には、何とか、省エネと、それから自分た

ちでできる自然エネルギーに取り組んでいくという、いかなければいけないなと

いうふうな気持ちは十分にあるというように思うわけです。 

それで、太陽光発電、それから太陽熱、小水力等、考えてみれば中川村でも取

り組める自然エネルギーへの課題はたくさんあるわけですけれども、この導入で

大変なのは、特に初期投資にお金がかかるという点だというふうに思います。自

然エネルギーで求められている量というのは、ごく一部の自治体や、世帯が取り

組めばよいというふうな程度のものではないということで、より多くの人たちに

自然エネルギーに取り組んでもらうというためには、初期での負担の軽減をする、

国の補助金は、どうしても必要だというふうに思うんですが、国の動きとすれば、

廃止のような動きが、今、あります。そういった廃止の動きをとめて、充実に向

け要請を強めるということが、私たちや自治体としても必要なことだというふう

に思います。 

2012 年の７月の１日、再生可能エネルギーの買取法が施行されます。２月の７

日の参議院予算委員会では、経済産業省は、再生エネルギー特別措置法に基づき、

発電会社が一般民家の屋根を借りて太陽光パネルを設置し、発電事業をできるよ

うにする制度を、この夏に始める方針を明らかにしました。新制度では、家庭が

発電会社への屋根を貸し出しを希望すれば、発電会社の負担で太陽光パネルを設

置して、電力会社に集めた電力を販売し、利益の中から各家庭に屋根の賃料を支

払う仕組みというとのことですけれども、屋根への太陽光パネル設置費用という

のが標準的な住宅で 200 万～300 万円程度かかると言われ、自治体によっては既

に助成制度が設けられていますけれども、家庭が自己負担費用を回収するのに 10

年から 20 年程度がかかるために、設置が余り進まないということからだというふ

うに言っています。 

ただ、発電会社と家庭の権利関係にこじれる可能性があるということで、政府
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としては、特別措置法の政省令や規制でルールを定める方針とのことですけれど

も、中川村に広く普及するとは考えられません。 

自然エネルギーの普及のため、家庭の自己負担費用軽減策として補助制度が私

は必要だというように考えますが、村として助成制度を導入する考えがあるかど

うか質問いたします。 

○村  長  この件については、もう既に何度もご質問をいただいていて、その都度、同じ

ようなご返事をさせていただいているところでございますけども、今のような施

設といいますか、仕組みの普及というようなことはいいことだと思いますし、今、

おっしゃったような電力会社のほうで借りるというのも一つのアイディアだと

思います。 

ですので、それは、国なり電力会社さんなりの取り組みというようなことで、

市町村、基礎自治体がばらばらに、こう、取り組む話なんだろうかと、我々の任

務からしたら何なんだろうかというようなことを考えていきますと、それは必ず

しも基礎自治体の任務ではないように思います。 

それに、また、その例のリフォームの補助のときにも申し上げましたけども、

ある程度、資産のある方への、にしか使えない補助であって、しかも、これの場

合、できた電気をですね、売ったものは、その方の懐に入るというふうなことで、

村費を、そういう方にお出しして、そのリターンといいますか、そちらの分は、

そちらの方のほうに入るっていう仕組みっていうのは、何か、ちょっと税金の使

い方としておかしいのかなというふうなことを思わざるを得ません。 

太陽光発電そのものを、今、全然否定しているわけではなくて、大切なことだ

と思うし、いろいろきのうも、余り効率がよくないというふうなお話もありまし

たけれども、それでも自分ところでつくって自分のところで使える、その遠方か

ら送られてくる電気がとまったときにも、ある程度、安心できるというようなこ

とで、村の避難等々を予定しているようなところか、公共の施設については、つ

けていきたいというふうに思っているところですけども、個人の方がつけたいん

で補助金をちょうだいっていう話は、少し、先ほど申し上げたような理由により

まして、村税の使い方として、ちょっとふさわしくないような気がしているとい

うところでございます。 

○１  番 （中塚礼次郎） 村長の言われるように、幾度かにわたって、この質問は、それ

ぞれの議員からも出されておりますし、私のほうからも住宅リフォーム助成制度

について一般質問をやっておりますが、今、言われたように、個人形成に資する

施策だとか金持ちを優遇する施策は自治体はやれないというような議論がある

わけですけれど、しかし、あの阪神淡路大震災の後、まだまだ不十分ではありま

すけれども、全壊の住宅の建て直しに 300 万円までの支援が実現しているわけで

す。住みよい住宅の確保だとか、確保っていうのは住民の福祉の増進を図るとい

う自治体の行政の目的にも合致をしているわけですし、秋田県議会の例でいいま

すと、例えば住宅リフォーム助成制度について、個人の資産の形成につながると
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いって普及対策をしない理屈は成り立たない、住民の税金であるからこそ、住民

に喜ばれ、地域経済が元気になれるように使われるべきだと、実現への道を開い

てきています。 

先ほど言いましたが、あの福島の悲劇を再び起こさないために、原発からの撤

退を実現していくためには、多くの人に取り組んでもらわなければなりません。 

余力や希望のある人たちの取り組みのきっかけとして、また決断のための補助

は、どうしても私は必要だというように思いますが、再度、その点を伺いたいと

いうふうに思います。 

○村  長  阪神淡路でご自宅を失った方々、それは、喫緊の急を要することだというふう

に思いますし、そういう災害に遭われた方の生活を支えるっていうのは、それこ

そ大事な、地方自治体というか、基礎自治体の仕事だというふうに思います。 

先ほど以上のことを、今の、そういう災害時でないところで、自宅の上に太陽

光パネルを乗せたいから補助金を出してほしいというご意見に対しての返答につ

きまして、先ほど申し上げた以上のことはないわけなんですけども、ですんで、

その、それが、いろんなことをやらなくちゃいけない中で、今は、その原発だっ

ていうことで、みんなの意識が、何かそっちのほうに、何かばっと振れちゃって

いる、それこそ、いや、こりゃ大変だということで、みんなで同じ方向に脇目も

振らずに走り始めているような気がするんですけども、もう少し冷静にですね、

そっちのほうにお金使うんだったら、もっと、その省エネの新しい、もっと効率

のよいパネルの開発だとか、風力なんかでも、もっといろいろ低周波の問題とか

克服できるようなとか、そちらのほうのですね、今まで原発に注ぎ込んでた開発

費みたいなものも、そちらにほうにやるし、もっと、そういう、そっちのほうに

お金を使ったほうがいいんじゃないかなというふうに私は思うですよね。それは

国が判断することで、私が判断することじゃないですけども、そういうふうに思

うし、今、この村の基礎自治体の、ちっちゃな村の役割としても、そこで村の単

費を注ぎ込んでですね、パネルを１枚でも多く屋根につけましょうと、それによっ

て、今は、まだ、きのうの話だと、そんなに効率はよくないかもしれんけども、

わずかなりとも、なりますよっていうのが、村の仕事なんやろうかと、日本中の、

そのあれをするためにといったときに、だから、もうちょっと、こう、国とかで

技術開発なり、そっちのほうのお金の使い方のほうが正しいのではないかなとい

うふうに思うところです。 

○１  番 （中塚礼次郎） 私は、多額の金額を助成というふうには、当然、財源的なこと

もありますので、無理かとは思いますが、村民の人たちの、少しでもというふう

なことで、先ほども言いましたように、余力だとか希望のある人たちが、そのこ

とに取り組めるきっかけになるということが非常に大事だというふうに考えて今

の質問をしたわけですけれども、村長の気持ちは、住宅リフォーム以降、動いて

おらないということですが、続いて、ちょっと、第５次の総合計画も絡めて質問

をお願いしたいというふうに思います。 
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自然エネルギーの取り組みでは、自然環境や地域産業など自然エネルギーを開

発に役立つ地域の資源を掘り起こすことが必要だというふうに思います。 

そのために村の自然エネルギーのビジョンをつくり、住民と共有することが必

要だというふうに考えるわけですが、ビジョンは、地域の特性を踏まえ、村民、

事業者、行政が一体となって自然エネルギーの導入に取り組むための方向性を示

す計画ということで、地域に眠る自然エネルギーを掘り起こし、村づくりと一体

となって計画に導入していくものなんですが、地域新エネルギービジョンを作成

した自治体は、2010 年末では、46 の都府県、821 の市区町村、市区町村の割合で

いいますと、約 45％に上っております。 

村も第５次総合計画の中で新エネルギーへの導入の検討を行っていく必要があ

ると明記されており、中川村新エネルギービジョンを策定する必要があるという

ように私は考えるわけですけれども、村として、その点どう考えるか、お願いし

ます。 

○村  長  今、おっしゃった新エネルギービジョンにつきましては、中川村も、既に、そ

れはつくっておりまして、平成 16 年に、中川村、まさに中川村地域新エネルギー

ビジョンというものをつくっているところでございます。 

こちらの中では、主には、いろんなこと、風力とか、そういうことも書いてい

ますけども、特に木質バイオマスといいますか、ペレットとか、そちらのほうの

導入というふうなことが、一つの、割と、そちらの比重が高かったのかなあとい

うふうな感じはしております。 

それ以降ですね、昨年の大きな東京電力によるところの原発災害ということが

起きたわけなんで、エネルギー環境についても変わってきている。 

私は、新エネルギービジョンというよりもですね、もうちょっと、ただのエネ

ルギービジョンといいますか、省エネルギーも含めたですね、どっちかというと

新エネルギーの開発のことよりも、エネルギーを大切に使っていく、その環境負

荷についても考えながらという、そちらのほうが重要かなというふうなことは

思っておりまして、そういうものについては、何らかの形で文章化して共有して

いくということもいい考えかもしれないなというふうには思っておりますけども、

おっしゃっているような、こう、新エネルギーへの取り組みだけに光を――光と

いうか、フォーカスしたようなものよりは、もう少しトータルな形で、特に省エ

ネルギーのほうを比重をかけた形のほうがいいのではないかなというふうに思い

ます。 

○１  番  （中塚礼次郎） 16 年に、中川村としてはビジョンがつくられたということで、

私の認識不足の点がありましたが、今、村長のお答えにあったように、既につく

られているエネルギービジョンに、今、村長がお答えになったものを加えて、そ

のビジョンをさらに見直すということが私は必要だというように思いますので、

ぜひ、そういったことも進めていっていただきたいというように思います。 

それから、自然エネルギー、地域の条件に密着したエネルギーということで、
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水の流れだとか水量だとか、そういうことに詳しい林業者だとか農業者、建設業

者など、地域の資源をよく知っている人たち、団体の協力を得て、村民、住民の

共同で自然エネルギーを推進してくと、そういった政策づくりや運動を進めてい

くということが村づくりに大きな力となるのでなないかというふうに思います。 

そういった点で、庁内での前向きな議論や検討をさらに深めていただくことを

求めまして、この件での質問は終わらせていただきます。 

次に２点目ですが、通学道路の安全・安心確保について質問をいたします。 

住民の生活基盤として、道路は最も重要です。 

村として計画的な道路改良や補修が行われ、計画もされております。 

特に通学路の改良や補修は、安全や安心を確保する面において緊急で大変重要

と考えるわけです。 

昨日の８番議員の質問で、村内の通学道路として 40 路線というふうなものがあ

るということでありましたが、現在、改良、改修が必要とされる通学道路ですけ

れども、村内に何路線あるかということで、お聞きしたいと思います。 

○建設水道課長  まず初めに、中塚議員さんでありますけれども、昨年の３月、それから９月と

道路に関するご質問をいただております。非常に関心を持っていただいているこ

とに感謝を申し上げながら答弁させていただきたいと思いますが、ご質問の意向

に添える形での答弁が合わせられるかどうか、ちょっと不安には思っているんで

すけれども、まじめにお答えをさせていただきたいという、この気持ちをですね、

お酌み取りをいただきたいと思います。 

そういう中で、お断りをした上で、昨日もお話をさせていただいた通学道路、

約 40 路線ということでありますが、この中に、どのくらい改修路線があるかとい

うことであります。 

総合計画の中には、村道の改修の話と、それから通学路の話も一緒に記載がさ

れているわけでありますけれども、今、中川村の中でやっているのは、道路の改

良、それは基幹道路の改良を含めて、緊急の道路についてを進めているいう状況

で、なかなか歩道等についての、また、通学路についての、限っての、この計画

をしながらの改良というものはできていない状態でございます。 

そういう中で何路線あるかと言われますと、きのうも、ちょっと言いましたと

おり、40 路線のうち改良済の路線というのは８路線でございます。 

この改良済みといっても、ほとんどが、大筋、改良済みということで、全てが

改良がされているわけではありませんので、その中で通学路になっている 40 路線

のうちに幾つ改良路線があるかというと、これも、ちょっとお話をさせていただ

きましたが、押しなべて言うと 40 路線全てと言わざるを得ませんし、しかし、そ

れが、全部、計画で進めていけるかというと、そういう状況ではないと、したがっ

て、お答えに非常に困るわけでありますが、通学路というだけでも、そういうふ

うでありますし、学校指定の通学路だけでなくて、生活安全上、生活基盤上の通

学路ということになると、全てのお子さんがいる家庭から、その学校が指定する
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までの、じゃあ、通学路をどうするんだと、こういう話になりますと、約、村の

中、480 路線の中の幾つになるのかということで、その計画まで含めてのお答え

というものは、何路線あるかということは、ちょっとしずらいという状況でご判

断をいただきたいというふうに思います。 

○１  番 （中塚礼次郎） 先日の８番議員の質問の中でもお答えがありましたが、40 路線

の中で何線というふうなことでは明確には言えない面があるということで、理解

をいたしますが、早急に改良、補修が必要というふうに、たくさんある中でも、

まず、ここが一番危険だ、必要だぞという、南向に強いて早急にやらなければな

らん路線としては、何路線、片桐では何路線あるということで、たくさんある中

でも、優先の中で、直ちにでもやらなきゃ危険だぞという路線が何路線あるかと

いうことを、わかればお答えいただきたいと思います。 

○建設水道課長  具体的な路線名を挙げてということかと思いますが、今、言われましたように、

通学路の整備に関して必要な路線ということでの道路改良路線というものは想

定がされておりません。 

この中にも、一般の道路改良として、一部、引っかかる部分は、当然あろうか

と思いますが、通学路として片桐に何路線、南向に何路線、そのうち、今年、何

路線計画していると、こういう問われ方をされても、なかなか、そのことがお答

えができないという状況であります。 

あえてぼやかしているわけではなくて、そういうお聞きになりたい道路の整備

という中では、通学路としては、そういうふうな計画がないので、そういうふう

にはできていませんよというふうに素直にお答えせざるを得ないということで

ございます。 

○１  番 （中塚礼次郎） 課長のほうからお答えがありましたが、実は、24 年度に予定さ

れている路線改良の中で、通学道路に指定されている道路はあるかどうかという

ことを質問をしたいというふうに考えましたが、それも不可能ということですか。

ありましたら。 

○建設水道課長  この次の質問のところに、その道路改良路線の話が出てまいりますので、そこ

では具体的な路線名を含めてお話もさせていただけるかと思いますが、本年度、

改良、24 年度、新年度ですね、改良の路線は、予算書の起債の計画のところにす

べて路線名が載っている路線が改良の予定の路線でございます。一通り名前を言

いますと、葛北柳沢線、それから中組東線、針ヶ平七久保線、原中田線、沖田牧ヶ

原線、それから中林下原線、大草桑原線の７路線について、工事に、じゃあ、実

際、着工できるかどうか別として、測量、設計を含めて、この７路線については、

24 年度の中でやっていこうと、こういうことになっております。 

これは、先ほど言いました生活に必要な路線ということで改良していくという

ことで、その中に通学路があるとすれば、そのうちの何路線かは、南向と片桐と

分けてご判断をいただけるのかなと、こんなふうに思います。 

○１  番 （中塚礼次郎） 今年度に予算で挙げられておる路線改良の中に、当然、子供た
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ちの通う通学路も含まれるということの回答でありますので、村としても、それ

を前向きに取り組んでいるというふうに理解はしたいというふうに思います。 

それで、安全を確保する点から言えば、この通学路の改良、改修のということ

は、先延ばしはできないんじゃないかというふうに私は思います。 

通学路として利用されている道路の改修の要望というのが、私のところにも何

件も来ております。 

子供の安全の通学の面から、１例として出しますが、道路幅も狭く、自動車が

通れば、子供たちがぎりぎりで、こう、体を横にして、かろうじてよけるという

ふうなことでありますし、石垣もはらんできた状態でありまして、そこの地元の

人からも、この地震が想定される中で、いつ、その地震によって、その石垣が崩

壊するって、子供の危険に及ぶということが大変心配されるというようなことで、

その人から出た話では、私のところは、土地代はいいんだと、とにかく子供の安

全や、そういうことで、早く何とかしてもらえんかということが、再三、複数の

方たちからも出ておりますので、予想はしてなんだということではなくて、万が

一に備えることが大変重要だということで、この間の災害や命が奪われる事故か

らの、そういったことの教訓だというふうに思います。 

今後の年次計画というものが具体的にあればお聞きしたいんですが、よろしく

お願いします。 

○建設水道課長  以前にも、ちょっとお話をさせていただいたことがあるかと思いますけれども、

新設改良費という道路改良の予算書を見ていただきますと、そういう項目に分か

れているところと、道路維持管理費というところに分かれているところがありま

す。新設改良費は、先ほど述べた７路線について改良をするという予定で予算が

組まれております。 

それから、道路維持管理費の中に工事費というのが、今年は 3,000 万円ちょっ

と盛ってありますが、このうち 1,500 万円については、そのちいちゃい道路の維

持工事等を含めての工事費がここに載っているわけであります。 

そうした中で、地元の、その短い区間の改修等については、そのお金を使いま

すので、いつも、毎年、３月の終わりぐらいから４月くらいに地元要望という時

期を設けながら、要望箇所を見ながら、ここが、やっぱり緊急で必要だねと、そ

ういう所は、箇所を限定して改修をしている、そのことは、ちょっと念頭から、

ちょっと今の質問の主旨から外させていただいて答弁をさせていただきたいと思

います。 

まず、改修の計画でありますが、これは自治法の規定によって総合計画という

ものを村は持っております。総合計画って 10 年の計画で、概要、大筋を示したも

のでありますが、その中に、今度は５年ずつの前期、後期の基本計画というもの

を持っています。この前期、後期の基本計画を実施をしていく上に市町村実施計

画というのが定められております。これは３年間の計画でありまして、その３年

間を１年ごとローリングをしながらやっていくわけでありますが、この３年間の
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計画の中の、中川村では、これ、新規事業ヒヤリングというものを、大体、10 月

11 月ころやっているわけでありますが、この中で具体的に、来年度は、ここを新

規事業要望しながら、何年間の、３年間のローリングの中に入れていこうねと、

この候補としての路線名は、一応、持っております。それについて、しかし、こ

れは改良の決定の路線ではありませんので、一応、その中で、今、言いましたと

おり、路線名を挙げた中で、新規事業ヒヤリングの中で検討していただいて、査

定を受けた中で、来年度以降、ここをやっていこう、こういう路線が決まるわけ

で、それが今回の新年度の予算に載ってきている、こういう形であります。 

したがって、計画はあるかといえば、そういう計画であれば、あるというふう

でございます。 

その危険度があって、安全上だから、それをすぐにできるかっていうと、なか

なか、これが大変な話で、それは、できるに越したことはないんですけれども、

村の中で、先ほども言いました 480 路線、大筋があるわけですが、１級路線で改

良済が約 81～82％、２級路線で 55％くらいかと思います。それから、３級、その

他路線になりますで 30％前後の改良率ということで、できているところより、で

きていない部分が多いんですよね。したがって、その路線については、全てが本

当は改良できればいいわけが、残念ながら、そのお金はないというのが現実の話

でございます。村の予算の中で、それぞれ必要な箇所、緊急な箇所、それから、

どうしても、災害ですとか、目に見えた箇所に、それぞれの事業があって、それ

ぞれどこかから予算がつけられる形はないかなと見ながら、その予算を持って来

つつやっているものを、それぞれの予算で収入を得たやつを違う財源のところへ

充てると、事業に充てるということは、これ、できませんので、そうすると、今

やっている中で、どのくらい、ちょっとずつであるけれども、どこへできるかと

いうことを考えざるを得ない。そういう状況の中で、改良箇所を決めているとい

う状況でございます。 

おっしゃるとおり、歩道ができている箇所でも、この歩道が狭いから直せと言っ

てくるところもありますし、うちとすると直したいんですけれども、それより歩

道がない所を先にやった方がいいんじゃないですかと、こういうこともお話をさ

せていただきながら、地域の皆さん方の言うことはわかるけれども、全体的に見

ていくと、もっとこっちのほうが緊急性がありますよということで、優先度で選

んでいるという状況でございます。 

したがって、ここが危ないから全部直せっていう、そのことは、確かなんでしょ

うが、なかなか、これは着実にやっていかざるを得ない、じゃあ、どうやってやっ

ていくかっていうことになりますと、今は 27 年度までの箇所があるうちに、精

いっぱい、過疎の中でできる所を、まず、優先的にやっていくしかしようがない

だろうと、過疎が終わった後は、辺地債というものを使いながら辺地のところを

重点的にやっていかなきゃしようがないのかなと、それ以降、どうなるのかって

いうと、ちょっとわかりませんけども、今で行くと、昔は補助事業でありました
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が、今は交付金事業に変ってきていますが、交付金事業等を取り入れながら、ご

らんのように率が非常に少ないもんですから、村に、その２分の１以上のお金を

出す余裕があるかどうかわかりませんけども、そういうものをやりながら、緊急

的なところについては、やっていかざるを得ないという状況であります。 

とても、そんなこと不可能だとは思いますけれども、村におよそ 8 億円ってい

う財調、財政調整基金っていうものがありますから、これを全部取り崩して、道

路の全部充てたとしても、たかだか４～５km しか改良できないという状況でござ

います。とても 200km300km という村道の路線の中、その半分でも 100km というよ

うな中では、全部を、そうやってやったとしてもできないという状況の中で、ど

うやって緊急度、それから、危険度を見定めながら道路改良していくかというこ

とで、今のところは、計画を着実に、必要なところからしていかざるを得ないの

かな、こんなふうに思ってございます。 

○１  番 （中塚 礼次郎） 今、課長のほうから、今後の計画、年次計画というようなも

のについて具体的な回答がありました。 

十分、私の質問の意向を酌んで業務に当たっているということは理解ができま

す。 

ただ、道が少し狭いから広げたほうが狭いよりいいよというふうな問題なら、

そんなに私も熱を入れて何度もというふうに思うんですけれども、狭いから気を

つけろっていうことだけじゃなくて、もう、既に石垣が既にはらんできておって、

いつ、少しの震度の地震が来たときに、たまたま子供たちの通学のときに、一番

弱い立場である子供たちの安全を守るという観点から、ぜひ、地元の３地区の総

代さん、土木部長も交えて現場を見ていただいて、これは当分大丈夫だというふ

うな判断があれば、私もあれですけども、要望として出されている以上は、議員

としての責任として、このことは村のほうへも十分伝えにゃならないという気持

ちがありますので、今回、この一般質問の中で、ちょっと村の考え、建設課の考

えをお聞きしたわけですけれども、ぜひ現場を見ていただいて、大丈夫だよと、

何かあったときには、責任は、あのとき言われたときに聞いておけばよかったと

いうことのないように、私は、していくのが、弱い立場の子供を守る政治の責任

だというふうに思いますので、ぜひ現場を見ていただいて検討をお願いしたいと

いうふうに思います。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議  長  これで中塚礼次郎議員の一般質問を終わります。 

次に、２番 高橋昭夫議員。 

○２  番 （高橋 昭夫） ２番、よろしくお願いいたします。 

曽我村政がスタートをして７年が経過をいたします。 

スタートした時には、本当に、この合併の問題もありましたけれども、村の財

政、これは、先を見ると大変なことになると、こういう風が吹いて、その中で曽

我村長がスタートをして、その後における健全財政持続というものは、これは本
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当に、村長初め職員の皆さんの努力によって、そうなっていると、曽我村政の大

きな評価だと私は思っております。変わらずに前向きに確かな村づくりのために

頑張っていただきたいと、こう思います。 

通告に従いまして、私は３点の質問をさせていただきます。 

平成 24 年度の予算編成と村政運営についてということでありますけれども、震

災後のこの一年というものは、時代認識、180°変わると言われ、180°かなあと

は思いますけれども、認識、意識、今までを懐古し、そして、これからというと

きに、相当に覚悟と言いますか、そういう認識を持たないと先が進んでいかない

と、知恵を出し合う、答えは出ないけども、前向きにみんなが考えると、そうい

う車窓になっているかと思います。 

そこで、震災後の時代認識、村長の政策立案はどう変わったか、まず、最初に

お聞きしたいと思います。 

○村  長  昨年の３月の大震災につきましては、皆さん一緒だと思いますけども、自然の

力のすごさといいますか、そういうものに、人間の、いろいろ、こう、小ざかし

くいろんなことをやってきたけども、そういうものをあっという間に壊してしま

う、あるいは押し流してしまう、その自然の力の猛威というものに驚くと同時に、

我々自身のおごり高ぶった気持ちみたいなものについても非常に反省を強いら

れたかなというふうに思います。 

災害に対応としては、避難所暮らしのお年寄りの暮らし、それが、また長期化

していくというようなところを見ていて、その辺のところが、ちょっと今までの

豪雨災害とかいうふうなところだと何日間かの避難所というふうな感じだったか

と思いますけども、それが長期化していき、さらにまた飯館村等々にあるように、

もう、ふるさとに帰れないようなところのことが起こってくるというふうなこと

も目の当たりにして、大変心を痛めたとおりでございます。 

原子力発電のない社会を目指していかなくてはいけないなというふうに思って

います。 

特に印象的なのは、もう何回も言いましたけども、春の飯館村の裏山のところ

で、ほこらの前で、お年寄りとか地域の人たち、10 家族ぐらいだったか、集まっ

ておられて、最後、みんな、これで、もう避難していく、もうここに帰ってくる

ことは、きっとないだろうというふうな雰囲気の中で、一家族一家族というふう

に去っていく、残されたほこらだけは、そこに残って、やおよろずの神様という

ものがですね、捨て去られて出ていくというようなことも、歴史的文化の象徴だ

と思いますけども、そういったものがすべて原子力の事故によって壊されてしま

うなというふうなことを思いました。 

また、農作物への被害というものも結構ありまして、長野県産の農作物という

ものも、本当に実に多くの国々が、いろんな形で輸入規制をしていると、余り、

その辺のところが、我々、意識してないとこですけども、一覧表があって、どこ

の国は全面的に入れないとか、どこの国は、こういう書類と、こういう書類と、
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こういう書類がついたものでないとだめだとかっていうふうなことが、長野県産

の農作物さえ、もう非常にたくさんの国が、そういうふうなことを言っているよ

うなことで、日本の食品の安全性、また技術の信頼性みたいなものも多く傷つい

たと思いますし、ＴＰＰで海外に打って出るんだというようなことを言っておっ

たわけなんですけども、本当に、それどころか正反対の状況が生れているように

思います。 

貿易収支についても赤字に転落しているというようなところで、そういう意味

で、国の政治なり、本当に頼りにならない、信頼性が本当になくなったなという

ふうに思っています。 

いろんな大きな企業についても、本当かなっていうふうなことがいろいろ多々

あるなっていうようなことを思っています。 

そういう意味で、外部を当てにせず、きのうの内発の話じゃないですけども、

外部を当てにせず、自分たち自信の長所、強みみたいなものを生かして頑張るこ

とによって持続可能な村づくりをしていくという、そういう内発的な我々自身の

村のよさを生かしていくっていうふうな方向性、それが正しかったな、間違って

いなかったということを今回の地震で再認識したということでございまして、ど

う変わったかというふうな質問にお答えするなら、ますます思いが強くなったと

いうようなことかなということでございます。 

○２  番 （高橋 昭夫） ありがとうございました。 

私は、災害、地震っていうのはありますけど、この中川村は、山深き中でって

いうときには、飯館村もありますが、この中川村の桑原、四徳、ほかの皆さんが、

集団移住で、500 人以上といいますか、大変な方が出られたと、そのものを重き

に振りかえると、この中川村の健全というものは、これからどうやったらいいの

か、そしてまた、ここを離れた人たちが、本当に飯館と同じように、どういう不

安や、あるいは振興の、前向きに、それこそ内発で頑張っておられるのかという

ようなことを思います。 

次に、ちょっとお聞きしたいんですが、予算編成で、どういうところに苦心、

重点を置かれたかお聞きしたいと思います。 

○村  長  議会の初日にですね、来年度予算編成と村政運営の基本方針ということをご説

明申し上げました。 

３点申し上げましたけれども、聞いていただいておりますので、重複いたしま

すので項目だけ申し上げますと、１つは村民の中にいい意味の欲を引き出してい

くこと、２つ目は、災害時の対応を、もう少し高めるといいますか、深めるとい

いますか、そういうことを充実していかなくてはいけないこと、３つ目は、人口

増の対策というようなこと、そういう３点を申し上げました。 

○２  番 （高橋 昭夫） 私は、先ほど７年前っていうか、村長が、着任された、その折

りの私の思いというか、期待感は、外から見た中川村、そうしてまた、ゼロから

村を考えてもらうのもいいんじゃないかと、こういう形で、村長の発想性、ある
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いは発想転換といいますか、そういうものが、こういう中に入って、それを加味

して前進していくことがいいのかなという思いでありました。 

予算、いろいろ見ますと、何というんですか、ビジョン、改革、あるいは村長

のやる気、本気、それがないわけではありません。 

しかし、いま一つ、もう７年が経過するという中においては、これは私として

はやらなきゃいけないという気迫っていうか、意欲っていうか、そういうものを

私は期待してるわけなんです。そういうものを、ちょっと、この何を考えている

かっていうことは申しませんけれども、そのことの意気が、やはり職員も、この

ゼロからのスタートっていいますか、こういう災害、一年後の、こういう節目に

は大事じゃないかと、こう思いましたんですが、その外はいいですけども、この

中川村を考えるという意味の、冷静にさまざまを考えられたと思いますけども、

その点を、ちょっと胸の内をお聞きしたいと思います。 

○村  長  どの点なのかっていうのが、ちょっと私、きちんと理解できなかったところが

あって、答弁なるかどうかわかりませんけれども、先ほど申し上げたとおり、中

川村のよさを生かす、それぞれの持っている得手なところを生かす、そして、そ

れによって外の方に喜んでもらって、外部から外部資本、工場誘致だとか、そう

いう外部資本に頼るんではなくて、村内の我々自身、それぞれの人が持っている

強みを生かすことによって、それを外の人に喜んでもらって経済的にも回るよう

にしていきましょうっていうのが内発だし、日本で最も美しい村連合の考え方も、

そういうよさを大事に生かして、外の方にも喜んでもらう、全く同じ考え方だと

思うですけども、そのためのインフラというふうに言っていただいた、きのうも、

昨日、言っていただきましたけども、それを、私は舞台というふうな言い方もし

ますけども、そういうものは、いろいろできてきたのかなというふうに思ってい

るところですが、そこの舞台の上で、じゃあ、いい意味での欲を出して踊ろうよ

と、暴れようよというような方が、もう少し増えてくると嬉しいなと、それで、

そこで村のよさをそこでアピールをしながら経済的にも回っていくっていうよ

うなことをやっていく、その一人一人の踊り手とかいうか、アスリートといいま

すか、格闘家といいますか、そこの舞台の上に上がっていく、いろんな人が上がっ

ていく、その一人一人のサポートということを充実させていく段階ではないかな

というふうなことでやってきておりまして、そういう意味でいうと、割と、こう、

一本道をずっと段階を踏んでやってきたのかなというふうな感じは、自分では

持っております。 

以上です。 

ちょっと答えかどうか、なったかどうか。 

○２  番 （高橋 昭夫） 内発性のお話は、またお聞きを後でいたしますが、この都市計

画マスタープランっていうのは、19 年にスタートをして、大変長いものでありま

すけど、それが、今、現状の中に役には立つとは思いますけれども、各行政は、

そうした根幹的なものの見直しといいますか、そういうものに、本当にいろいろ
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結集をした努力というか、そういうものの気配を感じるニュースが、報道があち

こちにあります。 

村においての都市計画マスタープランの見直し、途中で飯島と一緒っていうの

がありましたね。ですから、その後における、このプラン見直しっていうのは、

どのような検討といいますか、話し合いをなされたかお聞きしたいと思います。 

○建設水道課長  ちょっと、ここに何も書かれておりませんので、私も何も調べてありませんが、

都市計画マスタープランの話っていうのは、今回というか、昨年度、県の都市計

画のマスタープランのいなかの変更のことをおしゃっておられるのか、ちょっと

言われておるマスタープランというのが何のことを指しているのか、ちょっと、

こちらでも答弁に困るんですが、どのものを指して、どこを言ったらいいのか、

ちょっとこちら判断ができないでおりますので、どのものというふうにご指摘を、

教えていただければと思いますが。 

○２  番 （高橋 昭夫） 私は、前回にもその質問をいたしましたけれども、今、ちょっ

と手元にないのかな、厚手のもので、しかし、何といいますか、あの大草、片桐、

葛島、そうした部分のもろもろから始めて、総体の、これからの、19 年から、あ

れは 36 年までですかね、そういう見通しというのが提示されてあるんですよね。

そのものの、そういうものが、先ほど言うように、この自身によって、本当に考

え方が、今、東京集中っていうのが、逆に地方分散になるのかもしれない。それ

は極論かもしれませんけれども、そのように、自然への見方や、いろいろさまざ

まが変わる、そういう中における、この村は、それでいいのかどうかというよう

な、本当、基本を見直すというか、そういうところがうんと大事だと思ったもん

ですからお聞きをしたんですけど、そういうことで、余り話題に乗らなんだ、乗

らなかったということで受けとめますが、あの自身の原発反対というものを村長

は表示されておりますが、では太陽エネルギーはどうかっていうのを、だれでも

思うと思います。この村においてはどうかと。そういう折りに、太陽光発電、こ

れについては、あるいは風力発電も、以前に陣馬形にどうかという話が出ました

けども、村長は、環境にもろもろで、そのものは、話としては消えました。それ

から、小水電気の飯沼のっていうのも、きのうもありましたけれども、そうした

ものも、どうも前向きなというものはありませんけども、私は、そのきのうのと

いいますか、説明も、７番なりのといいますかね、ありましたけれども、国、も

ろもろありますけれども、それが、ＡかＢかの、そのＢをどうっていうふうじゃ

なくて、その中間をみんなで考えてみるということは、すごく、これはマイナス

ではないと思うんです。ですから、自然エネルギー、そういうものに関して、私

が、ちょっと頭に描くっていうのは、ああ、自然エネルギーっていうか、南向発

電所があるな、そうすれば、そこには、例えば電力王っていって、桃介貞奴の最

後の発電所だったと、水力の、その、何ていうんですか、価値観というのがある、

じゃあ、今、１本しか管がないけれども、２本というものはできないのかと、そ

うすると、天竜川への水利権で、それはだめになるとか、そういうことがありま
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すし、桑原発電所が１つありますけれども、こういうものがどうかとか、そうい

う、もろもろが頭に出てまいります。ここの自然を生かされた発電、太陽光発電

につきましても、ほかの行政っていうのは、相当に前向きに補助を出したり、そ

ういうものをやっておられます。それは、じゃあ、やってみるかと、そういう意

向っていうか、変わるとか、そういう形はない、やはり、中川は中川村として、

それは考えていないと、こういうことなんでしょうか。自然エネルギーの、特に

の確認をしますが、太陽光発電は全くだめでしょうか。今までも答弁ありますけ

ど。 

○議  長  高橋議員、今の質問は予算編成のという関連ですか。 

○２  番 （高橋 昭夫） そうです。はい。 

これは時代認識といいますか、予算編成でという形のものって、もろもろが、

この物の見方、考え方、そういう部分では、そうしたものが予算計上にどういう

ふうに検討がなされたかということを、確認といいますか、お聞きしていると、

こういうことです。 

○議  長  ちょっと、質問の主旨の中に入っているどの部分で質問されているかを、ちょっ

と明確にしてほしいです。 

○２  番 （高橋 昭夫） 冒頭の村長の政策立案といいますか、そういう、あるいは時代

認識という形の中で、これからの変革じゃないけれども、どうしたらいいかとい

う形においては、先ほど言う自然エネルギーのものも出てくるでしょうし、都市

計画の、そういう見直しもあるでしょうし、あるいは雇用の確保、これからも、

ちょっとお聞きしたいと思ったんですが、そういう人口対策への重要性、そうい

うものの意味の中で、今、お聞きしているんですけど、こういう質問は、どうな

んでしょうか。外れていますか。 

私は、やはり、そういうものを大いに、こういう予算編成の折りにいろいろ考

える、そのことがあすの村づくりにつながるんじゃないかということでお聞きし

ているんです。 

次、質問していいですか。時間ありませんが。 

はい。 

ちょっと、次にですね、それじゃあお聞きしたいと思います。 

そういうもろもろのいろいろなものを検討された中に、私はつながっていく質

問という内容なんですけれども、情報発信基地っていうものを、やはり、これか

らどうあったらいいかっていうのは、予算の中でも大事なことだと思うんですね。 

それで、これについてのものが、地場センター、情報コーナーというのがあり

ます。200 万円、100 万円の予算の中から、今度は切れるわけですけれども、この

間のお話では、研修、職員研修をすると、こういうありましたけれども、それは

一手かもしれませんけど、私は、こういう折りに思いますのは、やはり、１年、

２年やった、それを回顧すると、どういうことが役に立ち、どういう、その変化

が、そういうことによってどう変化したのかとか、そういう部分があると思うん
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ですけれども、ファーマーズの連携とかですね、農協との連携、回顧、反省、そ

のものがもとになって、これからの情報開発基地、発信基地、重要だと思うんで

すけれども、それも外れるんですかね。ちょっと、もし、あれでしたらお聞きし

たいと思います。 

○村  長  情報コーナーにつきましては、あそこを利用していくために、いろんな形でい

ろんな方が使っていただけるっていう要素もありますし、そしてまた、村の、そ

れこそ魅力を訪れた方に見ていただくとか、あるいは、こういうことをしたいん

だけども、どこに行けばいいんでしょうかとかいう問い合わせとかですね、そう

いうふうなことにも答える、また、どの季節には、どこで、どんな人が、どんな

いいことをしてるっていうふうなことも把握をしておかないと、それに答えられ

ないというふうなことで、そういうことについての委託をですね、きのうも、

ちょっとお話がありましたけど、田島ファームさんのほうにしておったところが、

これが今月末で、一応、契約、その支援をいただきながらお願いをしていたとい

うふうなことで、それが切れてきます。当然、そのときに当たって、これまでの

取り組み、どんな、こんなデータベースができましたとか、こんなふうな活動を

しましたっていうふうなことの、また、ご報告もいただくことになるかと思いま

すし、それをいただきながら、また、今後をどうしていくかということを、どう

いう形でやっていくのが一番いい形で成果を上げられるかというのを検討して、

やっていかなくちゃいかんなというふうに思っているところです。 

○２  番 （高橋 昭夫） 新しいことをやる、そのときに足元を見る、そして経過を追う、

そういう部分においては、チャオの皆さん、あそこに働かれる周りの周囲の皆さ

んの声、あるいは農協、そしてファーマーズの、あそこのお世話になったといい

ますか、そういう人たちの声というのは大変重要じゃないかと、解析を大いにし

ていただきたいと、こう思います。 

それに関連して、一番最後に地域力創造っていうのが、アドバイザーっていう

のがありますけれども、この面も、やはり委託をするっていうか、そういうもの

がありますが、これは活性化に大いに期待をしたいわけですけれども、前年に地

域資源活用コーディネーター事業っていうのがありました。これと同様に、やは

り委託をすればいいんじゃない、やはり、それと当初の契約っていうのが、すご

く私は大事だと思うんです。こういうことで、こういうことで、こういうことで、

こういうことならどうだと、こういうふうになると思いますけれども、きのうの

説明では、その全国から、そうしたアドバイザー、大勢いる、これ、何だ、この

資格を持っている方ってありましたけど、どういう視点を持って選考されたか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○総務課長  地域力創造アドバイザー事業を、これを選んだ経過につきましては、議会の全

員協議会のほうでも説明をさせていただきましたが、これは、ある特定の方に委

託をして、目的を持って委託する事項を定めて委託するのではなくて、みずから、

例えば地域課題としてあるもの、つまり、中川村でいえば、過疎集落対策ですと
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か定住促進、そういった課題があります。また、地域産業の活性化ということで、

先ほど来、昨日からいろいろ議論なっておりますが、農業を中心とした産業の６

次産業化ですとか、そういった部分での課題を持っておりますので、それらのこ

とについて、方向を、住民ですとか、それに携わっている方々、これらの方々に

対して、方向性、こういうこともあるよということで、豊富な事例、経験をもと

にして、それを言っていただく、あくまで、このことについては、住民みずから

が、住民というか、村民、村自身が計画を再構築すと、そういうことが重要であ

りますので、そういう立場から選考したわけでございます。 

個人的には、きのうも村長のほうからお答えをさせていただきましたが、この

事業については、飯田市で、特にグリーンツーリズムですとか農業中心とした、

何ていいますか、ワーキングホリデーですか、ああいったことを組織化をしてこ

られた方、実績のある方を、中川の事情もよく知っているということで、その方

にアドバイスをいただくということで考えているものでございます。たまたま、

この方が総務省の事業のアドバイザーに登録をされているということと、もう１

つは、この事業をやっていく中で、具体的な実現の方法として、何か補助事業が、

こういったものがあるだろうというようなことを選んでいくときに、非常に、そ

ういった線でも明るいといいますか、国とのつながりを持っていらっしゃるとい

う方ですので、そういう意味から選ばせていただいております。 

○２  番 （高橋 昭夫） 村として委託をして、そういう知恵をいただくというのは大事

だと思いますけれども、村としての考え、大いにもんでいただいて、ここの、や

はり、魂を基軸にして、今、総務課長さん、そう言ってくださいましたので、ま

ことに結構だと思いますけど、それは、やはり中川カラーを、そういうものは、

向こうから来た人は、あちこちへ行政って回るって言いましたけれども、中川っ

ていうのは、やはり中川の本軸を極みにして、やっぱし事に当たっていただきた

いと、こう思います。 

次に農業振興でありますけども、これは先ほどの最初の認識という意味で私は

申し上げているんですが、農業の深刻さっていう、こういう状況っていうものを、

どうとらえておられるかお聞きしたいと思います。 

農業の内発ってありますけれども、農業の現状は大変に厳しいと思います。ど

うとらえているか村長にお聞きしたいと思います。 

○振興課長  それでは、農業の深刻さについては担当の私のほうからお答えさせていただき

ますけれども、まず、総体的に農産物の価格低迷という問題がございます。これ

については、作物によっていろんな影響がありますけれども、米では消費量の減

少による受給バランスが崩れた、こういう原因もありますし、果物では多種多様

な果物が生産、供給されることによって消費者のニーズが変わってきた、それか

ら、野菜や畜産では外国からの輸入が増えている、こういうことによりまして農

産物価格が低迷してきている。 

それから、工場製品等々の一番大きな違いは、市場出荷が多いために価格を生
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産者が決められない、そういう問題もあります。 

それから気象条件に左右されやすく、天災等を受けると収入が不安定というこ

ともあります。 

こういう農産物価格の低迷等によりまして農家所得は減少してきておりますし、

農業そのものの作業がきついという、そういう中では、後継者離れが進んできて

おります。 

また、地理的な条件もありますけれども、圃場が外国と違って小さく、作業効

率が悪い、それから１戸当たりの経営面積が外国に比べて小さい、そうしたこと

から農業収入だけでは経営や生活が成り立たず、兼業化が進んできたり、あるい

は農業離れが進んできている。そして遊休荒廃地が増加したというような問題が

出ております。 

この結果、既にマスコミ等でも報道されておりますけれども、国内での自給率

が大きく減少してきたと、このような問題があると思います。 

○２  番 （高橋 昭夫） 今、内情をお聞きしましたけれども、私は、今、言うように、

自主販売もしていますけれども、農協っていうものの母体は大きいと思います。

やはり農協に、これ、お聞きしてないと思いますが、私、課長さんにお聞きしま

したら、それは問いかけがあれば答えるけどってありましたけれども、やはり年

間の、そういう販売、生産内容、それから販売実績、あんぽガキに主力を置いて

いるといいますけども、カキは、あれだけ話題になりましたけれども、生産金額

的には落ちていることもありますけど、そうしたものを大いに母体において、農

業を後継といいますか、実際にやっている人が大きな悩みは、やはり機械が大き

くて、金額が、以前はいろいろな補助手段があったんですけども、今はないと、

これからどうしたらいいかっていうのは大変頭の中に思い悩むとありますので、

含んで対応をしていただきたいと、こう思います。 

次に内発的というものをお聞きいたします。 

きのう、いろいろお話がありまして、私も、内発的っていうのは、村長、先ほ

どもお話ありましたけど、当初から内発という言葉、これは近隣の市町村におい

ても余り聞かれない言葉であったわけであります。 

しかし、やる気、本気においては、村長の、そういう言葉っていうのは重いし、

大事なことだと私は十分認識をしております。 

村長が、その内発と言われるんであれば、私は外発という言葉も出るんじゃな

いかと、つまり、それは、やる気、本気の人たちを期待をするということがあり

ますが、一方における外発的に、行政は、村長、トップは、その外発性というの

は何かというと、それはアドバイスと親切ってことが大事だと思います。 

村長は、きのう言われました。悩みがあったら、やって苦しい面があったら、

大いに言ってくれよと、こう言われました。 

私は、その光だと思いますが、村長の答弁にも、なかなか陳腐な部分の答えが

ありましたけど、やはり生産者は本当に悩んでいる、その中で役場のどこへ行っ
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ていいのか、なかなか遠慮っていいますか、入るに、謹慎性っていいますかね、

それは穏やかじゃありません。ですから、そういう、私は、やはり窓口、受け身っ

ていうものを持って、ほぐしていただいて、何でも相談してくださいと、本当は

普及員のように個々を回ってやっていただければいいんだけど、何で消えたかわ

かりませんけれども、やはり温かい受けとめ方っていうものは大事ではないで

しょうか。 

内発、きのうも７番議員やっていまして、私も横で聞いていて、夜まで静かに

本当に考えたんです。 

窓口をしっかりしていただいて、内発の部分の悩みや、そういうものを受けと

める、そういう窓口をしっかりする、そのものを生産者知らないという認識を持

たれていると思いますけど、どうしたらいいのか、つまり内発を処理するってい

う形の部分においては、窓口っていう点では、村長はどんな受け方、どうしたら

いいんでしょう。お願いします。 

○村  長  昨日は、ひょっとしたら誤解があるんじゃないかっていうふうなお話をして、

もう一度説明をして、ああ誤解が解けたよかったなっていうふうに思ったんです

けども、残念ながら同じ誤解が、まだ続いているなというふうに思いました。 

内発と外発というのは、村民と役場ではないんです。外発っていうふうにあえ

て言うとすれば、それが工場誘致だとか、外国から、ああいう、どこかのスーパー

を誘致するとか、どこかの大きな観光会社から、そのお客さんをどんどん入れて

もらうとかですね、そういう外部資本に依存してやっていこうという考え方が、

あえて言えば外発でありまして、村内の村のよさを生かしていくっていうことで、

しかも、それは漠然と中川村の景観を生かしてとかいう話じゃなくて、もっと一

人一人の村民の得意なところ、売りにできる部分を、みんなが、それを生かして、

それを提供していく、それがあれば、私は、きのうも言っていた、例えば蚕棚の

お部屋のところで、朝起きたら西山がきれいに見えるお部屋で泊まらせてあげた

いと、でも、御飯をつくるのは無理だから、御飯は、どこどこに行ったらどうっ

て、御飯食べに行ったら、じゃあ、きょうは陣馬形山がきれいだから陣馬形登っ

てきたらどう、その後は、下に降りてきたら、あそこにアンフォルメル美術館が

あるわよって、アンフォルメル美術館に行ったら、いろんな物があるし、興味あ

るんだったら、村にはたくさん工芸作家の方がいらっしゃって、そこのスタジオ

を回ってくるのもいいわよ、そういう形で次々にいろんなことがつながっていく、

ああ、中川村って奥が深くてすてきだなっていうふうな、そういう形で商売も成

り立っていくっていうふうなことを考えているわけであって、外にいる村役場が

何をするのかというような話ではないです。中川村が一緒にやっていって、きの

うも申し上げたとおり、こういうことをやりたいんだけども、ちょっとどこから

やっていいかわからんとか、あるいは、やり始めたけども、ちょっと壁にぶつかっ

ているようなんだけどもっていうふうな方も含めてですね、その辺のところを、

壁を乗り越えられるようにお手伝いをしていくのが役場の仕事だと思っています



 173  

から、まず、何よりも、舞台の上で、ちょっと一踊りしようかなっていうふうな

方を、舞台に、どうぞ、ちょっとお手並み、みんなに見せてくださいよっていう

ふうなことの応援だとか、あるいは、上へあがってから、こんなふうにやりましょ

うよみたいなこととかを、どんどん積極的にやっていくのでというふうなことで、

まさに、今、おっしゃっていただいたことが部隊ができた後の、次の、これから

の段階の役場の仕事だというふうに思っているところです。 

○２  番 （高橋 昭夫） そのことは、もう余り聞かないようにいたしますが、ただ、こっ

ちをやれば、あっちがいいとか、あるいは国がっていうように、いろいろ先ほど

もお話ありましたけど、やはり、トップとしてやる気、本気、その姿勢を示して

いただくっていうのが、私は村長の内発だと、こう思っているんです。やっぱし、

みんな期待しているし、そのわくわくのものを大いに村長も受けて立って、内発

とともにお願いしたいと思います。 

それから、以前においしい物課を提案をいたしました。改めて適地適産農業と

いう味こだわりの部分も、私は主張いたしましたけれども、それは、結果的に考

えてみるというお話もいただけませんでしたけど、私は、ささやかなリンゴをつ

くっていますけれども、その物には、１箱１箱に、全国発注に、その紙を添えて

やっております。その中に「つくっていて思うこと」っていう形で書き記してい

るんですけど、ときたまリンゴですが、リンゴの味は、果樹園によって大きく異

なる、土質、標高、樹齢、日の当たり具合や水回りで甘みがまさったり、酸味と

調和したりと個性がある、米もキュウリも大根も長芋も梅、干し梅、干しガキ、

ブルーベリーなど、すべてが味のよい物を求める選択の時代、どんなに量があっ

ても、おいしくなれば相手にされません。常に消費者と市場の評価がついて回る

という大変厳しいものであります。生き物相手の農業というものは、生易しいも

のではありませんし、理論、理屈ではなくて、やってみて本当にわかると思いま

す。そういう意味で、その母体は、つまり、おいしい確かなものがないと、村長

も高く売れ、もう少し遠慮しないようにやれよって言いますけれども、その物が、

いい物がっていう努力をしないと、そのものは芽生えないということ、そして、

できても、豊作貧乏という形で、なかなかそれを消化する販売には難しいと、こ

ういうことを思うんですけれども、改めて、今のおいしい物課っていいますか、

中川は、おいしい物課、何だ、そういう形において、ああ、味を焦点にして取り

組みをやっているのかと、あるいは適地適産、そうした味こだわりの、そういう

推進に努力しているんだなあと、こういう夜明けといいますか、内発が必要だと

思うんですけれども、その辺を見解をお聞きしたいと思います。 

○村  長  昨日も申し上げたとおり、昨日は、量よりも商品力をつけることを、まず、し

ないといかんのではないかと、販売とか宣伝とかより、そっちのほうが大事だと

いうふうなことを申し上げましたけども、まさに同じことを髙橋議員もおっ

しゃっているというふうに思いまして、その誇れる物を、まず、つくるっていう

うふうなことが大事だろうと、そういうこだわりなり志の高さみたいなものが必
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要だろうというふうに思います。そのことによって、おのずと広がっていく部分、

適地適産っていうのも、その美しい村の自分たちのよさを生かすということと全

く同じことだというふうに思います。 

そのうまいもの課については振興課長のほうからいたします。 

○振興課長  うまいもの課ということでありますけれども、農家の皆さんは、経営者である

とともに、長年の経験から培われた高い知識も持たれた技術者であります。そん

な中では、常日ごろ、農業生産に当たっては、当然、味にこだわった農業をされ

ているというふうに、私は思っております。 

村の職員は、そういった面では、とてもじゃないですけれども、知識的に農家

の皆さんの、そういった知識に追いつくようなものを持っておりません。 

また、そのような体制もできておりません。 

生産の技術につきましては、それこそ、農家の皆さんが出資をされて運営され

ている農業協同組合のほうでは、生産に当たって技術指導をされる職員を抱えて

おりますし、また、長野県では、普及センター、あるいは農業試験場、そういっ

たところで技術を、技術指導、あるいは技術の研さん、そういったことをされて

いる組織があります。 

そういった部分で、農家の皆さんも、そういった組織、職員を使われながら、

さらに生産技術を磨いていただければというふうに感じております。 

以上です。 

○２  番 （高橋 昭夫） ありがとうございました。 

私は、先ほど言うような内発的なものの悩みの受けとめ、あるいは情報コーナー

といいますか、そういうものも、向こうには、常時っていう方いませんから、そ

ういうもろもろを受けるところに、一体どこに、振興課に、そういうような部分

に、うまいものっていう形でなくてもいいんですけれども、やわらかく受けてい

ただける窓口を提案をしたいと思います。また、考えていただきたいと、こうい

うふうに思います。 

次に、２点目の信州なかがわハーフマラソンの人気と活性化についてというこ

とでお願いします。 

信州なかがわハーフマラソンは、５月５日に実施をされ、２回目の大会で全国

人気度 100 選中 13 位ってあります。22 年度は、３回大会っていうことで、７位

にランクをされて、2,100 人がこの村を訪れております。今年は、場合によれば

3,000 人になるんじゃないかと、こういう形で、ボランティアの人たちがですね、

350 人以上っていいましてね、今年は 400 人ぐらいいないとって、こういうのが

ありますけれども、この村の魅力を生かした、この催しを村政に生かすという取

り組みについて村長にお聞きしたいと思います。内発的な感じがいたします。お

願いします。 

○村  長  ハーフマラソンのご質問をいただきました。 

実行委員会の皆さん、それからまた、たくさんのスポンサーの各社、それから
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また、今おっしゃったようなボランティアの方々、大勢の方が本当に一生懸命支

えておられて、そして、お話のとおり高い評価を得て、参加者も増えているとい

うことでございます。 

そしてまた、５月という一番いい季節にですね、残雪の山を仰ぎながらいい汗

を流すということで、中川村についても、こんないいところがあったんだという

ふうなことで認識していただいたり、好感度を高めたりというような形で貢献を

していただいているというふうに思います。 

ただ、本当に大勢の方々が見えますので、中川村のサイドとしては、なかなか

十分なアテントといいますか、サービスをもってこたえられないという点が申し

わけない点ではございます。 

例えば望岳荘のおふろなんかも、走った後、ばっとたくさん見えますので、す

ぐに、もう、お湯のキャパシティーがなくなっちゃって、お水のシャワーになっ

てしまうというふうな点があって、なかなか、そういうことが、中川村の、その

キャパシティー、受け皿的な大きさに比べて、大変そういう意味で不十分なサー

ビスしかできないのかなというふうに思いますけども、いい印象を持って帰って

いただいて、また、再度、ご家族なりでゆっくりとですね、来ていただけるよう

になれば、大変いいのかなというふうに思っております。 

○２  番 （高橋 昭夫） よろしくお願いします。 

ハーフマラソンっていうのの目標は、走る楽しみっていうものがありますけれ

ども、社会貢献っていうのが、もう１つあると思います。 

それから、ここへ来る人たちを逃さないという意味、村長は、よく言われます

けれども、感謝をもって、その人たちに再度来てもらう努力ってありましたけど、

そういう意味で行けば、まず、中川を知ってもらう、これは起爆剤であって、大

変逃してはならないものだと思います。 

東京などは、チャリティーなんてしていると 5 億円ぐらいのがマラソンで集ま

ると、こういうんですから、恐ろしいと思いますけれども、おもてなしだとか、

その内情を聞いてみますと、おもてなし、口コミによって入る人が増えていると、

こういう、ですから、その真意を重く大事にとらえていただいて、金ではありま

せん、心の支援という形で、大いに前向きに高めていただきたいと、こう思いま

す。 

それから、陣馬形マラソンですけど、私は３回ほど取材をしたことがあります。

これは、陣馬形っていうのは、あの急なっていうんですけど、距離は大体 40、何

ていうか、マラソン距離と等しい数字でありました。あそこの真ん中の池戸屋で

すけど、そこで切るのと２段階でありましたけれども、これは、単に人集めって

いう形じゃなくて、中川の象徴である、この本当に陣馬形、これは、伊那谷等し

く、この伊那谷が誇る名山だという、親しみの持てる山という形があります。もっ

と村の活性化に生かす必要があるんじゃないかと、私の同年、だれも言いますけ

れども、「中川っていえば陣馬形だ。」って言うんですね。それで、そのものは何
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かって、「中川を思い出せば陣馬形だし、大事にしてくれよ。」って言います。「陣

馬形、何かしろよ。」と、こうも言ってくださいます。「いい山を頼むぞ。」と、こ

う言うんです。「上から眺めりゃ気持ちいいじゃねえか。」って、「天下一品の山だ

ぞ。」って、こう言われます。そのことを思いますと、陣馬形のマラソンは、すぐ

帰りますから、ですけれども、いろいろな催しを、何か企画を立てて、あの山頂

へ行った、その思い出、その思いというものは、また、心にしみわたって、中川

の村を知ってもらうには、もう大変な武器だと私は思います。ですから、そうい

う形においては、陣馬形マラソンというのを考えていただく、唐澤選手とかです

ね、当時でいう優秀な選手が来ましてね、何で来るかっていったら、あんな劇的

なコースはないっていうんですよ、心臓がとまっちゃうくらい、だけど、それが、

また、体力づくりじゃないけど、選手のやる気、本気につながっているって、こ

ういうお話がありまして、ぜひ、ぜひ、あれは東小学校からやっていましたけれ

ども、考えていただきたいと思いますけれども、その辺の見解をお聞きしたいと

思います。希望を込めて。 

○教 育 長  陣馬形マラソンにかかわってですが、戦後、陣馬形登山マラソンとして実施さ

れておりました。そういった歴史的なことについては承知しておりますし、ただ

いまのお話も興味ある内容かというふうに思います。 

一時期、ウォーキングコースと絡めて、そのマラソン的なことについても検討

したことがありますけれども、教育委員会主催でもって、そのことを実施すると

いうことについては、現状においては困難であるというふうに思っております。 

ただ、今、お話がありましたように、中川村の知名度を高めるという意味で、

観光的な面で考えていくとすれば、現在、陣馬形にかかわるいろんなイベントが

出てきております。そういった状況もありますし、そういったことの積み重ねを

しながら、また、地域の方々、あるいは有志の方々で取り組んでいくというよう

な、そういうことも考えてもいいんではないかというふうにも思っております。 

大事な場所ですので、しかも、言われるとおり観光資源でもあり、見方を考え

れば、文化景観資源ということも言えるかと思います。 

大人だけではなくて、子供たちにも早い段階から陣馬形に慣れ親しむような、

そういった面で遠足、登山、キャンプ等々、そしてまた、いろんな自然の学習、

そういったことになじんで、また、向こう側の四徳等の学習も絡めながら活用で

きるようなふうに学校のほうにも働きかけておりますので、一層、そのことにつ

いては進めていきたいというふうに思っております。 

いずれにいたしましても、いろんなところで、陣馬形マラソンであるのか、陣

馬形登山マラソンであるのか等々を含めて、いろいろ意見交換等をしていくこと

は大事なことだというふうに思っております。 

以上です。 

○村  長  陣馬形マラソンというよりも、もっと全体の大きな考え方として、その先ほど

申し上げたように、村としては、ハーフマラソンで来られた方々、それが、また
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来ていただいて、もう一度ゆっくり来ていただけたらうれしいって申し上げまし

たけども、もう一度ゆっくり来ていただけたときに楽しんでもらえるような受け

皿をたくさん用意することのほうが大事で、今、村の役割として、今、そこが十

分でないところで、そのキャパシティーも余り、例えば宿泊施設だって、今、村

中の旅館、民宿、足しても、そんなに数はないわけですよね、そういう中で、大

きなイベントだけぼんぼんやってもですね、それが消化し切れないっていうか、

かえって迷惑をかけている部分も多々あるかなと思います。ですので、普段も、

きのうも細く長くだらだらと一年を通じてというふうに申し上げましたけども、

そういう形で、いつ来てもいろいろあるよねという魅力をですね、村の中で、そ

れぞれの人が、私はこんなこと、私はこんなことみたいなのが増えていくように

することのほうが、私は大事なんじゃないかなというふうに思っています。 

それから、陣馬形につきましては、今、村ではなくて、ＪＡさんのほうでハイ

キングというふうなことの企画もいろいろ検討をしておられるというふうに聞こ

えておりますので、そういった動きにも期待をしているところで、マラソンとい

うことになると、参加できる人っていうのは非常に、陣馬形に登れる人っていう

と非常に狭いターゲットになってくるんだというふうに思いますので、もう少し

いろんな方があそこを楽しんでいただけるような、ちっちゃな形で、のろしを上

げるっていうふうなこともあって大勢の方が上がりましたけども、今、何もして

いないときでも、平日でも必ず 10 人ぐらいの方が上に行くといらっしゃるという

ふうな感じは、私は印象として持っているところで、随分、その陣馬形の魅力っ

ていうのも広がってきているのかなというふうに思います。 

○２  番 （高橋 昭夫） 教育長は前向きに、村長は否定的というか、そういう部分を感

じますけれども、ひとつ、これは、私のほうで提案していることで、職員の皆さ

ん、こういうことをお聞きしてどう思うかわかりませんが、先ほどから、もろも

ろのものは、村長のことで、指示によって職員は動きますから、やっぱり、その、

やる、やらんっていうふうにテーマがありましたら、それをみんなで考えてみるっ

ていうことをうんと大事にしていただきたいと、こう思います。 

最後ですけれども、隣接下伊那町村との政治経済連携っていうことであります。 

これは、かねがね、私は質問をしておりますけれども、もっともっと早く上下

伊那が連携、１本にして、心一つにってやれば、中川村の陣馬形トンネルができ

て、竜東一貫の――竜東一貫といいますか、そうした道路が開けば、これは、今、

おくれている竜東地区の開発、もろもろ、そういうものに発展するんじゃないか

と思うんですけれども、これは、基本的に、どのような考え、対応っていいます

か、今度、飯田、始まりましたけれども、飯田線、ありましたけれども、そのこ

とと、伊那谷一帯に共通する課題っていうようなものがたくさんあると思います。

飯田線、わかっておりますし、リニアもわかっておりますが、隣接の、その連携

という部分について、時間の限り、よろしくお願いします。 

○村  長  合併問題のときにも、いろいろ詳しく分析がされたようで、そのレポートを見
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たんですけども、その当時、既に中川村の村民の生活については、下伊那との関

係のほうが、どちらかというと上伊那よりも深い、高校の通学、病院のこと、そ

れからお仕事のこと、それから買い物等々、全般的に下伊那とのつき合いが強い、

だから、行政の区分けと村民生活の区分けがまた裂き状態のような感じが、極端

に言うとあるのかなというふうに思います。 

そんな中で、議会の皆さん方、中部伊那というふうな形での連携した地域のた

めに動きをずっとされているというふうなことで、大変すばらしいことだと思い

ますし、消防についても、消防団についても、相互に助け合う協定というふうな

ものを引いています。 

昨日も申し上げましたけど、伊那谷は南北に長くて、南と北と２つの商圏、マー

ケットがヒョウタンのようにあって、ちょうど、そのくびれたところが中川村に

なっているというふうに感じています。ですんで、その商圏を一体化していくこ

と、そうなってくると、中川村がその中心になるというふうな形になってくるわ

けで、そういったことを目指していかなくてはいけないのかなと、お話がありま

したような道路のこととか、飯田線とか、いろんなことを考えていかなくてはい

けない、そういう意味で、上伊那の市町村と同じように、下伊那との市町村との

おつき合いというのも大事だろうし、議会のほうで先導していただいている中部

伊那とのおつき合いというのは、特に大事にしていかなくてはいけないなという

ふうに感じております。 

○２  番 （高橋 昭夫） そういう点も、新しい時代認識というのは、大変、私は、持つ

時期に来ているんじゃないかと、こう思います。 

広域行政には深い重みの歴史があるんで、それはそれですけれども、枠を超え

て隣接する松川町との政治経済連携、必要だと思いますけれども、トップ会談っ

ていいますか、松川の町長とさしでお話なんかされたことあります？大事にして

もらいたいんですけど。今までないですか。 

○村  長  もちろん、ございますし、例えば大鹿、松川、中川ではですね、松川インター

大鹿線とか、いろいろと一緒の同盟会みたいなものもありますし、１つの車に乗

り合ってですね、県庁まで行って、一緒に要望をしてですね、たりというような、

いろんなこと、小渋ダムのことだとか、竜東線の、あそこの松川の橋のことなん

かでも一緒に運動をしているというふうなところで、ございます。 

○２  番 （高橋 昭夫） ありがとうございました。 

私は、上伊那は主体、そして下伊那は南にありますけれど、真ん中の、この郡

境の松川にしましても飯島にしても中川にしても、一番、両方見えますから、い

ろいろが、案っていうか、アイディアが出ると思うんですね。ですから、市長さ

んがおいでるけれども、遠慮しないように、それこそ、ここの行政府、隣接のと

ころが大いに高らかに、こうあったらいいというような形のものが、伊那谷は一

つの、へその位地の効果性が高まる、そういうふうにつながると思いますので、

どうか前向きに行っていただく、頑張ってやっていただきたいと思います。 
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終わります。 

ありがとうございました。 

○議  長  これで高橋昭夫議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩といたします。再開を午前 11 時とします。 

［午前１０時４３分 休憩］ 

［午前１１時００分 再開］ 

○議  長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

９番 竹沢久美子議員。 

○９  番 （竹沢久美子） それでは、私は、さきに通告しました行政改革の検証と今後の

課題、高齢者福祉と介護保険法改定への対応についてお聞きしたいと思います。 

最初に、昨年３月 11 日の東日本大震災、翌日の３月 12 日の栄村を襲った県北

部の地震から早くも一年が過ぎました。大震災の死者、行方不明者は２万人近い

人々が尊い命を失いました。地震、津波、福島原発の事故により被災された皆様

にお見舞いと哀悼の意を表します。 

犠牲になった多くの尊い命と、そして、災害の教訓を生かした暮らし方を、私

たちは努めてまいりたいと思います。 

それでは、１番から質問をさせていただきます。 

行政改革の検証と今後の課題ということでお聞きしたいと思います。 

1999 年、平成 11 年に成立した地方分権一括法により、自治体が自主的な権限

と判断に基づいて行政が推進されると期待される向きもありました。 

しかし、構造改革の名による新自由主義の経済政策により、社会保障費の削減

など、住民の福祉と暮らし、地域経済は大きな痛手を負い、衰退してきています。 

この間、進められてきた地方分権改革、三位一体改革で歳出抑制路線が打ち出

され、2008 年、平成 20 年以降は、疲弊した地方財源確保の手直しにより地方交

付税の回復、増額措置が基本的には維持されていますが、民主党政権も、地域主

権改革の名のもと、さらに地方に歳出抑制路線を詰めようとしております。 

中川村においても、2003 年、平成 15 年に第３次行政改革大綱が策定され、事

務事業や組織の簡素化、合理化に取り組んできました。 

また、2005 年、平成 17 年から、2009 年、平成 21 年を計画期間とした中川村集

中プランが、2006 年、平成 18 年３月に策定されました。 

計画期間を経過して、どのような検証がなされたかお聞きします。 

１番としまして、この集中プランでは、基本方針に行政と住民の協力体制の構

築、住民の求めるシステムの確立、効率的な行政運営の実現をうたっております

が、その成果と課題について、どのように検証されたかお聞きしたいと思います。 

○総務課長  それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。 

集中改革プランにつきましては、平成 17 年度から 21 年度にわたって、今、竹

沢議員もおっしゃられた３つの視点で、行政、あるいは財政改革を進めるという

計画が載っております。 
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それにつきましては、それぞれ数値目標を、必要なものは持ち進めていくとい

うことになっているわけでありますけれども、検証の方法としましては、平成 23

年度、現在の年度の中の事務改善委員会で、これを検討をしております。都合３

回の委員会の中で開催をさせていただきまして検討を加えております。 

検証の方法としましては、先ほど言われました３つの事項のそれぞれの事項ご

とに、計画期間内の取り組みの各項目、１つずつについて、実施の年月、見直し

による効果、取り組み状況の実績を、それぞれ担当課内での調べをもとにしまし

て、事務改善委員会で検討を加えております。 

成果につきましては、また、課題につきまして、まだ、あるわけでございます

が、一言では、ここでは述べることは、ちょっと差し控えさせていただきますけ

れども、検討項目の中に上がりながら未実施の取り組みとしては、おおむね以下

の課題かなあというふうに思っております。 

検討中の項目としましては、未実施のことでありますけれども、まず、住民が

求める行政システムの確立という点では、今、発注をしております見やすいホー

ムページの作成ですとか、効果的な行政運営の実現という課題では、人事評価制

度の導入ですとか、公共工事の入札制度に一般競争入札を導入していく、こういっ

たことについても、23 年度の中で、これは、一つの方向を出していくということ

で取り組んでいるところであります。 

それから、未検討の項目としましては、行政と住民の協同体制ということの中

で、外部発注、こういったことを導入していくという課題が、まだ未検討になっ

ております。 

それから、効果的な行政運営の実現ということでは、内部事務の電子化、印刷

物の縮小、それから高齢者憩いの家の管理と事務局体制等々の課題が、まだ未検

討というような状況であります。 

○９  番 （竹沢久美子） まだ 23 年度に事務改善委員会で３回の会議を開き、そして、ま

だ検証中であるとのことで、きちっとした成果とか、そうしたものは、まだお聞

きできなかったわけですけれど、こうした計画を立てた以上、やっぱり数値目標

もあるわけです。それで、私、今３月の議会において職員定数条例の改正案が上

程され、これ、数値目標でやられているわけですけれど、賛成多数で可決はされ

ましたが、私は、数値目標は必要ですが、業務内容や実態を無視した定数管理に

は賛成できません。 

こうした中で、その数値目標に対する考え方はどのようなのかお聞きしたいと

思います。 

○総務課長  数値目標を持つこと自体は、目標を具体的にして、その中で、実際には行政効

率を高める、ひいては、その中には経費の節減という財政効果を求めるという点

では、数値目標を持つということが必要だというふうに考えておりますし、歳入

の、あわせて確保を高めるとともに、歳出の削減を図るという考え方を基本にし

て数値目標を設定をしているということかと思います。 
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○９  番 （竹沢久美子） 歳入歳出で無駄を省くということは当然のことであります。 

私が、今、数値目標の中で、特に定員管理で実態と現状ということをお聞きし

たのは、こうした、例えば、この計画にも載っておりますけど、給食だとか保育、

保育士の臨時職が非常に多いという問題があります。それで、例えば給食の調理

員にしても、今、調理員では正規は１名だと思います。 

こうした中での、その後継者の育成とか、そうした位置づけをどのように考え

ているか、それからまた、保育士の長期臨時の実態もあるわけですけど、こうし

た中で、経験などを考慮した正規化、そうしたことはできないのか、それから、

欠員、例えば中途退職者があったときの不補充だとか、それから係の統合などに

対する仕事量の適正化、こうしたことについてどのように考えているかお聞きし

たいと思います。 

○総務課長  まず、後継者の育成ということに関しまして、特に、学校給食センターでは、

確かに正規職員が１名という中で、あと臨時の職員の方をお願いをして運営をし

ているわけでございますが、これについては、保育園の給食調理現場のほうには、

平成 23 年度に新しく栄養士の資格を持った職員を配置をしておりますので、いず

れは、人事異動の中で、こういった職員が、そのものについてつないでいくとい

うことができると、後継、技術等の後継は、きちんと継承されるものと考えてお

ります。 

それから、保育所につきまして、長期の臨時の職員がいるということでござい

ますが、15 年以上の、臨時の職員に関しましては、１年以上の契約、連続した雇

用はできませんので、これを期間を区切って、新たに、その都度、採用させてい

ただいておりますが、保育士という特殊な、その技能、それから、子供たちに対

しての経験、こういったものが保育をする上で非常に貴重になってくるというこ

とで、結果として長くなっているというようなことでございます。 

なお、こういうふうに臨時の皆さんを長期雇用せざるを得ない背景としまして

は、１つは、村としましては、年齢別に基準、園児に対しての保育士の基準が定

められておりますが、それを上回る中で保育をさせていただいているということ

でございまして、どうしても臨時の職員の方を確保せざるを得ない、長期的に見

ると、園児は減ってまいりますので、ここで長期に、恒常的にといいますか、職

員を確保するということは、なかなか増やしていくということは難しいというよ

うな現状があります。 

あと、すみません、どういうことだったか、もう一遍おっしゃってください。 

○９  番 （竹沢久美子） 中途退職者の欠員や係の統合などに対する仕事量の適正化とい

うことについてです。 

○総務課長  申しわけありません。 

中途退職者に対しての欠員の補充につきましては、平成 23 年度の中で、６月の

初めをもって中途で退職した職員が出ました。これにつきましては、ちょっと採

用をするという時期に、新たに試験をして採用するというタイミングがずれてし
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まったために、このものにつきましては、現有の勢力の中で職を動かして――職

というか、職務に当たっているということでございます。 

また、総体の職員数の中で、現在、育児休業中の職員、こういった職員もござ

いますので、総体的には、翌年度の全体の計画を仕事量との絡みを見ながら、職

員の配置については考えているということでございます。 

そういうことでございまして、仕事量に対しての適正な辞任配置ということに

関しましては、どういうふうにすれば一番適正かということはあるわけでありま

すけれども、今回の 24 年度の職員数、正規の職員とあわせまして臨時の職員につ

きましては、それぞれの担当課の中から出てまいりました要望、これは、一番現

場がよくわかっておりますので、こういった要望を聞きながら職員を配置してい

るというふうに考えての現有の職員数であります。 

○９  番 （竹沢久美子） 今の答弁からしますと、そうした不補充でも仕事を何とか無理

をしてでも回しているという、そういう答弁でありましたけれど、非常に、こう

して定員管理をやられておりますけど、退職者等を見越したものに本当に人事が

なっているのか、人事のことに関しては、私たちがどうこう言える立場ではあり

ませんけど、例えば、前に保育園の園長さんを一般の事務のほうへ回して、また、

今度は戻すというようなこともありました。ただ、人員の頭数を動かすだけでは

なくて、やっぱり専門の仕事もありますし、そうした考え方っていうのを、もう

一度、ちょっと確認したいと思います。 

○村  長  保育園の先生方のことにつきましては、保育園だけではなくて、子供さんたち

は、当然、保育園から卒業して小学校に行って中学校に行ってっていうふうな形

で行くわけですよね、保育園に入る前も、赤ちゃんの時代もあってっていうふう

なことで、保健センターだとか、保育園だけじゃなくて保健センターとか小学校

だとか、いろんな方々が子供さんのことに携わって、駒ヶ根市さんなんかは、子

ども課というふうな形で、その辺を１つの課に束ねて、教育委員会も、それから、

今、村では保健福祉課がやっているようなことも１つにまとめてやっておられる

わけですけども、その辺、そういう形とるかどうかは別にして、連携をとってい

くということはすごく大事だし、保育園の中からも、その、いろいろ現代の時代

において家庭がさまざまにさま変わりをしておって、その子供の面倒だけじゃな

くて、お父さん、お母さん方の相談に乗ったりとか、いろんな、そちらへの働き

かけとかコミュニケーションとかいうことも必要なような感じを持っているとい

うふうなことがございました。 

そしてまた、保育園の中も、そういうことがあるので、ベテランの３人の先生

方に、その辺をつないでいただく、家庭の中のことも、それからまた、役場の事

務とか、いろんな仕事の流れの仕方についても覚えていただくというふうなこと

で、それからまた、その何ていうかな、保育園長さん、先生の下の年代の皆さん

方に、今度は、その主体的に、自分たちとしては、保育園を、さらに、こういう

ふうによくしていきたいという思いなんかで、また、取り組んでいただけるよう
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にというふうな形で始まったところなんですけども、１つには、人数的なことも

ございましたし、それからまた、１つの保育園から本庁に見えた３人の方々も、

違う仕事もして、役場の中全体の仕事の流れからとか、大きな視点から見ていた

だいたりとか、あるいは家庭のことを専門にやっていただいた方、そして教育委

員会のことについて教育委員会の内部で見ていただいた方、それから、保健福祉

課じゃないわ、健康センター、保健センターでいろいろ経験を積んでいただいた

というふうなこともあって、この際、どちらがいいかというふうなことで悩みま

したけれども、１回、帰っていただいて、それで、保育園、今までどおりの園長

さんの立場ではなくてですね、そういった保育園の内部だけではなくて、外とも、

家庭に対しても、もっとミートしていく、それから、いろんな、総括園長さんの

いらっしゃったときは、事務的なこと、結構、総括園長さんはしていただいてい

ましたけども、そういった役場の中との関係、あるいは学校との関係等々もです

ね、担っていただき、副園長さんには、今までの、昔、かつての園長先生のやっ

ていただいたことも手繰り寄せて、自分たちで、保育園の中については副園長さ

んが仕切っていただけるというふうな、そんな形で行くと、そのよく言われる、

今まで聞いていた家庭に対するお父さん、お母さんとのコミュニケーションみた

いなところなんかもやりながら、ほかのセクションなんかのこともやりながら、

そういう形というのも一つのうまく行くやり方ではないかなというふうなことで、

今の体制にお願いをしているというようなことでございます。 

○総務課長  今の保育園の実態といいますかについて改めて申し上げますが、園長の仕事は、

保育士は中心に保育を行います。園長は、それを見つつ、園の事務もすべてこな

さなければならないという立場にございますので、保育士がいきなり園長ってい

うときには、なかなか、初年度は大変ということもございます。事務を覚えてう

まく回していくことが非常に難しいということがありますし、保育士が事務職を

経験して、また園長に戻るということで、事務処理上の流れというものは、今、

村長のほうで申し上げましたとおり、流れとすれば、非常に理解が、２人の園長

がよくわかって園に戻ったということを思っておりますので、そのようにお願い

をしたいと思います。 

○９  番 （竹沢久美子） 私は、その保育士さんたちが、園長先生たちが来て、また戻っ

たことっていうことじゃなくて、そうした施策が系統的に行われていればいいけ

ど、そのときの人員の管理の中でのやり取りで動かされるようなことがあったら、

やっぱりまずいんじゃないかと、そういう意味で申したわけでございます。 

それでは次に移らせていただきます。 

集中改革プランには住民に対する計画の公表と計画期間後の結果の公表がうた

われております。 

まだ、まとめができていないというようなことですけれど、どのような形で、

いつ公表を行うのか、決まっておりましたらお聞かせ願いたいと思います。 

○総務課長  まず、行政改革プランの中では、住民に対しての公表ということについては、
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特にうたっているわけではございませんが、毎年、定員管理につきましては、中

川村人事行政の運営の状況の公表に関する条例と、こういう条例がございまして、

これに基づいて、毎年、広報で公表をさせていただいているところでございます。 

先ほどお答えしましたとおり、個々の３つの基本目標に沿ったせいか、それか

ら課題については、整理を、今現在、進めているところでございますが、平成 24

年度の中では、行政改革検討委員会の中で報告をする、その中で課題としては理

解をしていっていただくということが一つの方法として考えられるということで

考えております。 

○９  番 （竹沢久美子） 今後の行政改革に対する取り組みは、どのように考えているか

お聞きしたいと思います。 

○総務課長  今、申し上げましたとおり、行財政の改革の、このプランについては、一定、

その平成 21 年という期限を定めておりますけれども、その中では、あと、定員の

数については平成 27 年の目標になっているわけでありますけれども、行政改革と

財政改革については、これは毎年やっていくべき課題でありますので、今、申し

上げたとおり、今後も、まだ未解決の部分等につきましては、これも政策に反映

して具体的に解決を持って行くという課題もあろうかと思いますけれども、これ

は、毎年ですね、事務の改善委員会等で検証しつつ、具体的に、これを実現する

ための政策どうするのかということは、そちらの政策的な議論っていいますか、

方針のほうに反映できるようにしていくというのが基本的な考え方かと思います。 

○９  番 （竹沢久美子） 定員管理については、平成 27 年までで、あとは、ここで挙げら

れた計画について未解決な問題を政策にしたりしながら対応していくということ

でありますけど、私の中で気づいたことを、ちょっと提案も兼ねて言わせていた

だきたいと思いますが、窓口の一本化の必要な施策っていうものが、やはりある

のではないかと思います。例えば住宅などにすると、中で、私たちは、計画は建

設課でやって、そして監理は住税課でやるというようなこと、また、観光とか空

き家のような政策は振興課というような形があるんですけれど、この辺のところ

を、例えば、外から来た皆さんは、どこの窓口へ行ったらいいんだかわからない

というようなことをよく聞きます。こうしたようなことは、ぜひ、また、検討を

していっていただきたい。 

それから、先ほども人事のことは言えないということですけど、職員の能力を

引き出すような、やっぱり人事や教育、そしてまた、育成をやっていっていただ

きたい。 

そして、もう１つは、この前の災害などでもそうですが、やっぱり一定の職員

の確保ということは必要だと思います。災害などのときには、余計、そうした、

今度の大震災なんかを見ても、非常に職員の数が足りないというような声が聞か

れております。 

そしてまた、このことは、職員数減によって住民サービスの低下とか、職員の

士気の低下につながるようなことがないように、お願い――お願いはいけません
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けど、要望するわけですけど、その辺のところは、どのように考えているか。 

○村  長  まず、窓口の一本化については、今おっしゃったような、その住宅に関してと

いうようなことだとは、そういう面も確かにあろうかと思います。 

また、そんなに大きなね、あっちの庁舎、こっちの庁舎みたいなことで、地下

鉄で乗り継いでいかないかんみたいな話でもないので、そのほかも、ちょっと他

の、いろんなバランスとか、いろんなことございますので、いろんな、こう、仕

事の量のバランスとか、いろんなことの中で調整をしておりまして、その辺は、

定期的に内部調整をしながら、どういう形がやりやすいのか、いいサービスがで

きるのかということを調整した上で、今のところ、こういうふうな形でやらせて

いただいています。 

それから、能力を引き出すというふうなことについては、もちろん、そういう

意識も、そればっかりじゃやっていませんけども、そのことも考えながらやって

おります。 

それから、職員数の確保っていうことについて申し上げますと、その行政改革

も、ただ減らせばいいというふうなことではないというふうに思っております。

そのおっしゃったとおり住民サービスが適切に行われるという前提の中で、それ

以上の無駄があってはいけないというふうなこともあります。 

それで、そんなん言うてもしようがないというふうに、総務課長さんとかから

は言われたりもしましたが、私的にはですね、本当いうと、役場の仕事、役場っ

ていうのは、ある意味、雇用の場でもあるので、だから、本当は職員数は多い方

がいいと思うんですよ。それで、いわゆるワークシェアですよね。その役場の仕

事と、半農半エックスというふうな言い方がよくありますけども、役場の仕事も

しながら地域活動にもやってもらえるとかですね、農業のほうでも、いろんなこ

とを、さらに、そちらのほうにも二足のわらじでやるみたいなことができればい

いなと、ワークシェアというふうな形があればいいなというふうに、職員数も確

保してというふうなこと、あるんだけど、でも、実際には、例えば、週休４日と

か３日とかの形で働いても、なかなか実際の仕事をしていくには、こう、うまく

つながっていかないこともあるのかなみたいなこともあるし、何よりかにより、

その公務員の制度ということがあります。そういうふうなもの、とても許容でき

るような状況では、制度ではないというふうに思いますので、夢物語ですみませ

んが、そんなことで、何が言いたいかっていうと、数を減らせばいいんだという

ふうな発想は持っていないということだけご理解いただければありがたいのかな

ということでございます。 

○９  番 （竹沢久美子） 私も、その公務員の制度が、やっぱりあって、ワーキングシェ

ア的なことは、本当は、やれればいいけれど、これは無理だろうなっていうよう

に、ただ、実際にやっているところも報道などでは聞いております。こうした取

り組みを。 

現在の民間労働者の厳しい労働環境から見れば、公務員の待遇や、それから身
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分保障は恵まれていると思います。 

そうした中で、公務員バッシングもあると思いますけれど、やっぱり、職員に

は住民としっかり向き合って、十分能力を発揮し、村民の暮らしや福祉の最前線

で頑張っていってもらいたい、そういう思いがありますので、村長から職員に向

けてのメッセージも含め、もし、お考えをお聞きできたらと思います。 

○村  長  先ほどの、ちょっと興味をひかれたもんですから、ワークシェア的なことを、

もし、今の制度の中で取り組むとしたら、言葉を変えた非正規化にしかならない

ような気もするんです。私。だから、そこら辺が、そのいい形で、その二足のわ

らじ的な形でやっていただければいいけど、下手をすると臨時を増やしていくと

いうような、今の制度の中では、そうにしかならないところがあって、悩ましい

ところかなというふうに思っています。 

それから、その住民の皆さんへのサービスにしっかりとっていうふうなことに

ついては、本当に、こう、いろいろ、今、世の中、世知がなくなって、民間企業

なんかだと売り上げを伸ばすとかですね、そういうノルマを達成するとかって、

そんなふうなことで仕事をせにゃいかんようなところも多いわけですけども、こ

れは、ちょっと、こんなことしたら相手に迷惑と知りながら売らなくちゃいかん

みたいなこともあるのかもしれないけども、役場の仕事っていうのは、本当に住

民の福祉、喜んでもらえることが仕事なんで、一番、そういうところで生きがい

にしやすい仕事だと思うので、そんなお話は、何度か、いろんな始業のときとか、

お話をしたこともございますけども、その辺のところで、そういう意味では、住

民の皆さん方も上手におだてて、いや、おかげさんでうまいことできたみたいな

話とかですね、いうふうな形でやっていただけると、職員も、甘やかすんじゃな

くて、厳しいおとがめと同時に、うまくいったときなんかには、そうやって、こ

う、やりがいみたいなものを与えていただければありがたいと思うし、私のほう

からも、そういうふうなことは働きかけをするし、役場一丸となって――一丸と

なってというか、みんなで、そういうふうに頑張っていきたいというふうに思い

ます。 

○９  番 （竹沢久美子） 行政改革についてお聞きしたわけですけど、最終的にはサービ

スを提供する場ということでありますので、今のような気持ちを大切にして、本

当に村民と向き合う、そうした行政の姿勢を貫いていっていただきたいと思いま

す。 

次に、２点目の高齢者福祉と介護保険法改定への対応についてお聞きしたいと

思います。 

昨年の、最初に、新年度予算の高齢者福祉に対する基本的な考えをお聞きした

いと思います。 

○保健福祉課長  高齢者福祉につきましては、特に大きな変化はないわけでありますけれども、

障害者福祉については制度の改定ということもありましたりして、そこら辺で大

きく予算が増えておりますけれども、前年と同様の考え方で予算のほうをつくっ
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てきたところであります。 

○９  番 （竹沢久美子） 新年度予算は、高齢者福祉に対する大きなことは、障害者の制

度改正によることで、あとは余り変わりないということですが、介護保険につい

て、それではお聞きしたいと思います。 

昨年９月の一般質問でも介護保険についてお聞きしました。介護保険が改定さ

れるとのことで質問いたしましたが、保険料の設定など、検討中の課題や国から

の支持が明確でない事案もありましたので、再度、質問させていただきます。 

４月１日より改正された介護保険法が施行されるわけですけれど、第５期の介

護保険計画に対する基本的な考え方、また、県で行った抽出調査ですけれど、こ

れは、ニーズ調査が、この計画には盛られているか、反映されているか、そこら

辺のところをお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長  ニーズ調査の関係でありますけれども、第５期の計画策定に向けまして、平成

22 年の 12 月に行って、平成 23 年に結果が出たわけでありますけれども、在宅の

開議認定者の方、全員ということで、179 名の方、それから、認定はされていな

いけれども、されていない元気な高齢者の方の抽出ということで、約 5.7％の抽

出でありますが、71 人の方にアンケートを送りました。 

回収率が約８割でありましたけれども、その中で、アンケートの一部でありま

すが、認定者の方の今後についてどうしますかということでありますが、施設入

所の希望というのが約 21％、在宅でできる限り暮らしたいという方が 58％、わか

らない、無回答が 21％だったわけであります。 

それから、元気な高齢者の方に、もし介護が必要になった場合、どこで生活を

したいかというような問いに、施設入所の希望が約 14％、在宅でできる限り暮ら

したいという方が 65％、わからない、無回答が 21％というような結果であったわ

けであります。 

こんなような調査もしまして、計画では、この高齢者アンケートの結果ですと

か、平成 22 年度と 23 年度の利用実績を踏まえながらサービスの推計を行ったわ

けであります。 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように、地域

の複数のサービス組織との連携を含む、介護、予防、医療、生活支援、住まいの

５つのサービスを一体的、有機的に提供していく、いわゆる地域包括ケアの考え

方を念頭に置いてサービスができればということで考えております。 

○９  番 （竹沢久美子） だれでも、今のアンケートの結果を見ましても、本当はうちで

最期を迎えたい、そういう思いはあると思います。 

それで、今、地域支援事業のことも後でお聞きしようと思いましたが、そうし

たことも出ましたけれど、介護予防、日常生活支援総合事業の導入については、

９月の質問では導入するとの回答でしたが、実際に要支援１・２の認定者、これ

は予防給付で通所介護、デイサービス、訪問介護、短期入所などのサービスを受

けることができるのかどうか、認定を外せば介護保険の受給権がなくなると思う
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んですが、その辺はどのように考えているかお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長  今度の計画では、要介護認定において要支援と非該当を行き来するような高齢

者に対する切れ目ない総合的なサービスを提供を行うということで創設をされた

わけであります。 

具体的には、要支援認定者が状況に応じて２次予防事業のサービスを予防給付

サービスと並行して利用することができるっていうことや、２次予防事業対象者

が介護保険サービスで認められる福祉用具の一部を介護認定を受けずに借りるこ

とができるということなどがあるわけであります。 

なお、国で定められた介護予防日常生活支援総合事業では、２時予防事業対象

者が予防給付サービスを受けられるという想定でありますけれども、給付が発生

をするために慎重に検討をする必要があるということで、村では、給付が発生し

ないサービスを試行的に提供しながら、準備が整えば、この総合事業への移行を

計画をしているということでありまして、24 年度から、すぐに始めていくという

ことでなくて、試行的にやっていきたいというような考えでおります。 

○９  番 （竹沢久美子） そうしますと、すぐではないけど、要支援の認定者は、これ、

国は選択利用する意思を最大限尊重するとは言っていますけど、判断は市町村に

ゆだねられているので、要支援１・２の認定者を排除する形になってくるという

ことなのでしょうか。 

○保健福祉課長  そういうふうには考えておりません。できる限りやれるように考えていきたい

というふうに思っております。 

○９  番 （竹沢久美子） それでは次に進ませていただきます。 

地域支援事業の取り組みでございますけど、給付費の３％以内ということで、

介護保険の指定サービスではないけど、人員や設備、運営基準が明確でない、そ

してまた、この事業に対しては、郡内では、今年、24 年度に導入するのは中川村

と宮田村だけと聞いています。他の市町村では、やっぱり、24 年度は準備期間と

していますが、その辺の見解はどうなんでしょうか。 

○保健福祉課長  地域支援事業につきましては、介護予防事業と包括的支援事業と任意事業の３

つがあるわけでありますけれども、３％以内ということになっておりますが、村

では２％前後で今までも行ってきておりますが、給付費が増加傾向にあるわけで

ありまして、２％としましても、平成 24 年度の地域支援事業は、平成 23 年度の

予算と比べましても 6.4％の増になるわけであります。 

また、地域支援事業についても、第１号被保険者の保険料で 21％を負担してい

ただいていることもありまして、事業の増加になりますと保険料の増加になって

いくということもありますので、２％でありますけれども、工夫をしてやってい

きたいということでありますが、ほかの市町村で試行的っていうことは、よくわ

かりませんけれども、一応、こういうことで進めていきたいということで思って

おります。 

○９  番 （竹沢久美子） 次に、24 時間の地域巡回型訪問サービスが盛り込まれているわ
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けですけど、このことが本当に実施できるのかどうか、もう一度確認したいと思

います。 

○保健福祉課長  このサービスにつきましては、地域密着型サービスに、日中、夜間を通じて１

日複数回の定期訪問と随時の対応を、介護、看護が一体的に、また密接に連携し

ながら提供する定期巡回、随時対応型訪問介護看護というのと、小規模多機能型

居住居宅サービスと訪問介護を組み合わせることによって利用者の状況に応じた

通い、泊まり、訪問サービスを柔軟に提供する複合サービスというのが新たに加

わるわけでありますけれども、今、質問にありましたように、中川村では、山間

地でありまして、この１軒１軒の、この移動に時間がかかるわけでありまして、

これを行う事業者の参入というのは、今のところ見込めないというふうに思って

おります。事業所参入の申し出があれば積極的に取り組みたいというふうに思っ

ておりますけれども、余り見込めないのではないかというふうに思いますけれど

も、それまでの間につきましては、個別に訪問介護等の契約で夜間の提供サービ

スというようなことになるかと思っております。 

○９  番 （竹沢久美子） 今、言われましたように、こうした中山間地で、短時間で、し

かもサービスを提供しながらということは、非常に難しいことだと思いますので、

ぜひ、個別対応で対応していっていただきたいと思います。 

保険料のことについてお聞きしたいと思います。 

保険料の段階区分が７段階から９段階とはなりましたが、他市町村では、さら

に細分化しております。それで、駒ヶ根市では、前が９段階だったのが 12 という

ようになっております。それで、保険料の基準額ですけれど、月額 4,280 円から

4,940 円、660 円のアップ、それから、年額では、このトータルですので、5 万 1,360

円が 5 万 9,280 円と 7,920 円アップになっております。 

昨年の３番議員の答弁で、介護給付費や医療費の、医療給付費の見通しについ

てお聞きしましたので、保険料設定が、非常にいろいろな努力をされて、この金

額だったとは思いますが、保険料設定で、この低所得者への配慮について、第１・

第２段階の基準額に対する負荷割合が、前は、第４期では第１段階が 45％、第２

段階が 50％だったんですが、今回は、第１も第２も 50％というふうになっていま

すが、現在の生活や暮らし、それから経済状況の中での、この値上げされること

と、それと、こうした振り分けの根拠というか、お聞きできればと思いますが。 

○保健福祉課長  保険料の段階の設定でありますけれども、第５期の保険料につきましては、新

たに第３段階というのを設けまして、低所得者に配慮をした段階設定ということ

であります。基準額に対して 70％ということで、第４段階、前回の段階よりは５％

低くしたということであります。 

また、高所得者の方への対応としまして、第９段階ということを設けたわけで

ありますけれども、高所得者の方には、それなりの応分の負担をしていただきた

いというような中で９段階を設けましたけれども、この結果、７段階から９段階

になったということであります。 
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それから、保険料のアップでありますけれども、保険料を抑制するために介護

給付費の準備基金というのを３年間で 3 億 4,500 万円を取り崩すということと、

それから、県から来る財政安定化基金の交付金を充てていきたいということで、

その分が抑えられたというふうに思っております。 

それから、第１段階で、第４期では 45％、基準額に対して 45％ということであ

りましたけれども、その中で、老齢福祉年金を受給している方というところがあ

りますけれども、中川村では、そういう方がいないということもありまして、第

１段階につきましては 50％ということでさせていただいたということでありま

す。 

以上です。 

すみません。金額の訂正をさせていただきます。 

介護給付費準備基金につきましては、3,450 万円ということで、よろしくお願

いします。 

○９  番 （竹沢久美子） 介護保険については、詳細について午後の全協でも説明がある

と思いますので、また、お聞きしたいと思います。 

続いて、後期高齢者の問題もありますけれど、３番目の歯科検診と人間ドック

実態と今後の課題についてお聞きしたいと思います。 

昨年８月に歯科口腔保険の推進に関する法案が成立しました。歯科疾患の予防

などによる口腔の健康の保持の推進に関する施策を総合的に行うためのものです。 

歯科検診受診の勧奨、それから、障害者の健診、受診の促進、歯科疾患の予防

措置、口腔の健康に関する調査、研究の推進などを目的としているわけですけれ

ど、歯は、人間が命を維持する上でなくてはならないものです。幼児期からの歯

磨き指導や、それから、個人名を出してあれですけれど、沖町の安島さんのやっ

ているようなかみかみマシンでのよくかむ訓練などの運動もあります。 

高齢者にとっては、８０２０運動の取り組みなどもありますけれど、今後、そ

の歯科検診や、それから人間ドックに対する、この高齢者への取り組みをどのよ

うに考えているかお聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長  高齢者への歯科の関係でありますけれども、包括支援センターの業務において、

地域支援事業を行っておりまして、平成 22 年度では、訪問歯科検診、それから訪

問歯科指導、介護予防事業としましては、はっする教室ですとか口腔出前講座と

いったようなものがあります。 

平成 23 年度は、介護予防事業で特定高齢者への訪問での口腔衛生指導、出前講

座での口腔衛生指導というようなことで取り組んでいるところであります。 

それから、高齢者への人間ドックっていうことでありますが、75 歳以上への後

期高齢者への人間ドックにつきましては、平成 22 年４月から１人 1 万円という補

助をしておりまして、平成 22 年度は３人の方が受診をされました。平成 23 年度

は、今年は０人ということでありますけれども、これにつきましても引き続き行っ

ていきたいというふうに考えております。 
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○９  番 （竹沢久美子） 自治の介護保険事業計画が、24 年から 26 年のものが、老人福

祉計画がされると思うんですけれど、その重点施策とか、独自施策のもので重点

的なものがありましたら、お聞きしたいと思います。 

○保健福祉課長  老人福祉計画と第５期の介護保険の事業計画につきましては、今現在、作成中

でありまして、この３月の 29 日でしたか、介護保険事業の懇話会で、また検討し

ていただくということでありますけれども、ちょっと詳細につきまして、ここに

持ち合わせておりませんので、このくらいの答弁とさせていただきたいというふ

うに思います。 

○９  番 （竹沢久美子） いろいろお聞きしてきましたけれど、高齢者が地域で安心して

暮らせる、そうしたことが、この施策が生きてくることだと思います。 

そして、長年培ってきた、その高齢者の知恵や体験が生かせる、そうした施策

づくり、介護保険の事業計画、老人福祉計画にしていただけたらと思います。 

詳細は、わからないということですので、答弁は結構です。 

以上で終わります。 

○議  長  これで竹沢久美子議員の一般質問を終わります。 

本日は、これをもって散会といたします。 

ご苦労さまでした。 

○事務局長  ご起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

 

 

［午前１１時５５分 散会］ 


